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△開  会 

○委員長（下園政喜）ただいまから１２日に引き

続き企画経済委員会を開催いたします。 

────────────── 

△商工政策課の審査 

○委員長（下園政喜）本日は、審査日程の２ペー

ジ、商工政策課のほうから入らせていただきます。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○商工政策課長（末永知弘）それでは、平成

２９年度補正予算につきまして御説明申し上げま

す。 

 資料は、薩摩川内市各会計予算書予算に関する説

明書（第７回補正）の３５ページでございます。 

 ７款１項１目商工総務費は、事業費３１５万

２,０００円で、人事院勧告に伴う商工観光部内の

職員５８人の給与改定に伴う給料、職員手当等の増

額でございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第５７号平成２９年度薩摩川内市一

般会計補正予算のうち、本委員会付託分について、

質疑は全て終了しましたので、これより討論、採決

を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止して

おりました議案第３９号一般会計予算を議題とし

ます。 

 まず、商工観光部長に概要説明を求めます。 

○商工観光部長（古川英利）それでは、当初予

算概要の９０ページをお願いいたします。 

 商工政策課におきましては、９０ページの中ほど、

商工政策マネジメント事業を初め、五つの柱で事業

を展開させていただいております。 

 ９０ページにある一番下の雇用労政事業、それか

ら９１ページには地域経済、中小企業振興、それか

ら企業立地事業となっております。 

 ９０ページの一つ目の商工政策マネジメント事

業につきましては、９４６万２,０００円が地域お

こし協力隊に係る部内の経費でございます。 

 二つ目の雇用労政は、勤労青少年育成に係る行政

嘱託員及び講師謝金等。 

 めくっていただきまして９１ページの地域経済

は三つの柱がございます。一つ目が、地域経済対策

事業、約３,０００万円の２,９２６万６,０００円、

それから、商店街・商圏対策事業６,４８７万

８,０００円ですが、この中は中心市街地と商店

街・商圏活性化の業務になっております。三つ目の

雇用対策事業は、新年度予算の私どもとしての目玉

と考えておりまして、これにつきましては、後ほど

詳しく説明をさせていただきます。この雇用対策事

業だけで３,８９６万９,０００円の予算を上げさ

せていただいております。 

 ページ中ほどの中小企業の振興事業につきまし

ては、商工団体の支援と起業支援の大きく二つに分

かれておりますが、このうち商工団体の支援事業は

６,３９３万５,０００円、予算を上げております。

企業連携協議会の新たな法人化を、今、目指してお

りまして、そこらをまた後ほど詳しく説明させてい

ただきます。 

 最後に、企業立地事業につきましては、創業・新

産業創出事業で１億３,３２３万円、企業誘致事業

で２億３,９７７万１,０００円、総事業で３億

７,３００万１,０００円ということで予算を上げ

させていただいております。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 
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○商工政策課長（末永知弘）それでは、平成

３０年度当初予算について御説明申し上げます。 

 まず最初に、歳出について説明いたしたいと思い

ます。 

 予算調書で説明をいたしますので、平成３０年度

薩摩川内市各会計予算調書の１７８ページをごら

んください。 

 ２款１項６目、事項、地域おこし対策事業費は、

事業費９４６万２,０００円で、地域おこし協力隊

６人分の活動に必要な経費で、住宅借り上げ料、活

動拠点光熱費等の負担金が主なものでございます。 

 次に、下段の５款１項１目、事項、労働者福祉対

策費は、事業費２７６万１,０００円で、勤労者福

祉対策に係る経費で、ひまわり友あい館に配置しま

す勤労青少年支援業務嘱託員の報酬が主なもので

ございます。 

 次に、１７９ページになります。 

 ７款１項１目、事項、商工総務費は、事業費４億

８,９０７万３,０００円で、主なものは商工観光部

内の職員５８人に係る人件費でございます。 

 次に、下段の事項、商工政策企画総務費は、事業

費３０２万２,０００円で、商工観光部内の臨時職

員の人件費及び企画調整に係る経費で、臨時職員

４人に係る賃金が主なものでございます。 

 次に、１８０ページをごらんください。 

 ７款１項２目、事項、地域経済事業費は、事業費

１億３,３１１万３,０００円で、産業支援センター

の運営や中心市街地活性化、雇用対策に係る経費で

ありまして、主なものは、委託料では産業支援セン

ター運営業務委託、あと、まちあいサロン運営事業

やリブンプラスの管理運営を一体的に取り組む中

心市街地活性化事業業務委託を計上いたしており

ます。 

 中心市街地商店街情報表示板撤去工事につきま

しては、現在、国道３号のアーケードに情報表示モ

ニターを設置しておりますが、運用開始から８年が

経過し、全体的な老朽化と故障しているものもあり、

太平橋通り会とも協議し、撤去することとしており

ます。 

 補助金では、商店街・商圏活性化補助金として、

商店街等活性化補助金、中心市街地における空き店

舗のテナント家賃補助金、商店街共同施設整備補助

金を計上しております。 

 また、雇用対策支援補助金といたしまして、新卒

者等の地元就職に対する奨励金やＵＩＪターン者

の就労環境を支援する補助金が主なものでござい

ます。 

 ここで、雇用対策事業の詳細について説明いたし

ます。 

 資料は企画経済委員会の資料、商工観光部の

１ページでございます。 

 雇用対策事業につきましては、現在の人手不足に

対応するためのものでございまして、（１）の目的

といたしましては、市内企業の人材確保に対応する

ため、新卒者や若者の地元定着やＵＩＪターン者の

流入を促進し、市内企業への就職率向上を図ること

としております。 

 次に、（２）の主な取り組みでございますが、求

人支援事業、マッチング事業など、６項目の事業を

推進してまいりたいと考えております。 

 詳細について、次のページのスキーム図で説明を

させていただきます。 

 地元就職活動支援体制のスキーム図でございま

す。大きくは、産業支援センターと企業連携協議会

が事業連携をいたしまして、ハローワークの求人情

報に加えまして、市内企業の雇用状況等のヒアリン

グを行いながら求人情報の収集をいたします。 

 次に、この求人情報を定住支援センターと共有し

ながら、仕事を求めている新卒者やＵＩＪターン希

望者への情報発信をしながら、移定住に係る相談を

行うこととしております。あわせて、県外の各郷土

会を通じて、求職者の掘り起こしをしようとするも

のでございます。 

 また、産業支援センターでは、市内学校はもちろ

ん、市外の学校も訪問しながら、情報発信や相談に

も応じることとしております。 

 産業支援センター、企業連携協議会、定住支援セ

ンターが連携を密にして、求人者と求職者のマッチ

ングを推進する仕組みをつくっていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 また、１ページに返っていただきまして、（３）

の支援制度について説明をいたします。 

 雇用に対する支援につきましては、全国的に人手

不足の状況が続く中で、一人でも多くの地元企業へ

の就職を推進しようとするものであり、加えて、甑

島の雇用状況に関して、人手不足が本土地域以上に

厳しい状況でありますことから、制度を拡充し、取

り組みを進めたいと考えております。 

 １の若者ふるさと就労促進奨励金は、新卒者やＵ

ＩＪターンにより、市内企業に就職した方が対象で、
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本土地域は年齢３０歳未満で一人当たり１０万円、

甑島地域は年齢５０歳未満で１０万円を３年間と

し、最大３０万円を交付しようとするものでござい

ます。 

 ２のＵＩＪターン家賃補助金は、ＵＩＪターンに

より市内企業に就職し、住宅を賃借している方が対

象で、本土地域は年齢４０歳未満、家賃の１０分の

３を１年間補助するもの、甑島地域では年齢５０歳

未満とし、家賃の半額を補助するもので、本土市内

からの転居も対象とすることといたしております。 

 ３の甑島地域短期滞在者家賃等補助金は、事業者

が期限つきで雇用し、雇用者の住居を賃借した場合

が対象であり、家賃の半額を１年間と雇用者が行き

来する船賃の半額を補助しようとするものでござ

います。 

 ４の甑島インターンシップ補助金は、就職活動や

インターンシップのために事業者がその宿泊費を

負担した場合に、５泊以上のものに対して１泊当た

り５,０００円とし、２万５,０００円を補助しよう

とするものでございます。 

 最後に、５の甑島雇用移定住対策事業補助金は、

現在、上甑島地域、下甑島地域において設立準備が

進んでおります雇用移定住対策協議会の活動を支

援するもので、１団体２５０万円を補助するもので

ございます。 

 この協議会は、ＵＩＪターン人材の発掘や相談、

空き家物件の家主さんとの交渉や、インターンシッ

プの募集、受け入れなど、雇用の定着につながる活

動を行うこととしております。 

 次に、予算調書に戻っていただきまして、予算調

書の１８０ページの下段になります。 

 ７款１項２目、事項、中小企業振興費は、事業費

１億４,５８８万７,０００円で、商工団体等の育成

指導及び中小企業支援に係る経費で、主なものは、

備品購入費では独立電源型ソーラーＬＥＤ灯普及

促進事業といたしまして、企業連携協議会で開発・

製造いたしましたスマコミライト２５基を、市の指

定する災害の避難所に設置する経費を計上してお

ります。 

 補助金では、中小企業利子等補助金、商工会議

所・商工会・企業連携協議会の育成指導等に対する

商工団体等の支援補助金でございます。その他中小

企業に係る補助金でございます。 

 これまで、企業連携協議会は市が事務局を担いま

して、一部、委託により活動を支援してきましたが、

平成３０年度におきましては、企業連携協議会の活

動をより活発化させるため、組織を法人化し、補助

金による運営に変更することとしております。 

 ここで、企業連携協議会の法人化についてと企業

支援補助金制度について説明いたします。 

 資料は、企画経済委員会資料の３ページでござい

ます。 

 まず、２の薩摩川内市企業連携協議会の法人化に

ついて説明いたします。 

 （１）では、企業連携協議会の概要を記載してお

ります。企業連携協議会は、平成２５年１１月に発

足いたしまして、ことしの１１月で５年を経過しよ

うとしております。現在、会員数は１６８事業所で、

これまで商品開発や企業と学校の就職マッチング、

各種展示会への合同出展、あと講演会など幅広く活

動を実施しております。 

 （２）法人化する目的でございますが、会員が主

体的に各種活動を実施し、各事業所が持っている技

術やノウハウを生かし、１社では受注できない業務

などを共同で受注可能となったり、また、その信頼

度の向上を図れることが考えられております。 

 また、新たな商品開発など、国・県の補助金等も

活用しやすくなるものと考えているところです。 

 （３）の設立法人の概要案につきましては、法人

の形態は事業協同組合といたしております。設立時

期は、本年５月を目標に、また、会費等につきまし

ては、１事業所当たり出資金５,０００円、年会費

１万円という案で、今、会員企業と協議しながら準

備を進めているところでございます。 

 次に、３の企業支援補助金について説明いたしま

す。 

 （１）の目的は、記載のとおりでございます。 

 （２）では、中小企業支援制度の概要を記載して

おります。 

 補助のメニューとしては八つの項目になってお

りまして、社員のスキルアップのための研修、商品

の開発促進のための見本市や展示会への出展に係

る経費、特許などの知的財産権申請に係る経費、従

業員の国家資格の取得に係る経費、女性が管理職に

つきやすくするための人材育成に係る経費、退職金

制度加入に伴う掛金に係るもの、研究機関や企業同

士で連携して製品開発をする場合の経費、店舗、工

場等の改装に係る経費など、記載の各種メニューの

活用をしていただきながら、中小企業の雇用と経営

安定を図っていくことといたしております。経費の
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例及び補助率につきましては、御参照願いたいと思

います。 

 次に、予算調書に戻っていただきまして、予算調

書の１８１ページでございます。 

 事項、企業立地事業費は、事業費３億７,３００万

１,０００円で、創業・新産業創出を行う者に対す

る支援及び企業誘致活動に係る経費であり、主なも

のは、企業を誘致する際の審査を行う企業立地審査

会委員６名に対する報酬、委託料では、ヘルスケア

ビジネス振興推進に係る経費、入来工業団地の草払

い等の管理経費、その他企業誘致の情報収集のため

の調査に必要な経費でございます。 

 補助金の主なものは、企業立地支援補助金で立地

協定を締結した７社、１０件に対する用地取得費補

助、施設設備費補助、新規雇用補助金を交付するも

のでございます。 

 甑島地域創業支援事業補助金は、有人国境離島法

に基づく交付金を活用し、甑島において創業や事業

拡大をしやすい環境を整備するもので、新規創業

５件、事業拡大７件を見込んで計上いたしておりま

す。 

 創業支援補助金は、市内における新たな創業を支

援するもので、１７件の新規創業を見込んで予算計

上しているものでございます。 

 以上が歳出の説明でございます。 

 次に、歳入について主なものを説明いたします。 

 予算調書の４４ページをお開きください。 

 １６款２項５目商工費補助金２０万円は、県中小

企業災害復旧資金利子補助金であり、１６款３項

５目商工費委託金３７万円は、商品量目調査に係る

権限移譲事務委託金を計上いたしております。 

 １７款１項１目財産貸付収入、土地建物貸付収入

は、入来工業団地における電柱の貸地料を１万

６,０００円、入来工業団地に立地した企業１社分

の土地貸付収入１４４万４,０００円を計上いたし

ております。 

 あと、１８款１項２目総務寄附金では、企業版ふ

るさと納税の寄附金５５０万円を見込み、計上して

おります。 

 以上が歳入になります。 

 次に、債務負担行為について説明をいたします。 

 資料は、平成３０年度薩摩川内市各会計予算書、

予算に関する説明書の９ページでございます。 

 表の下から５番目でございます。借り上げ型雇用

促進住宅事業でございます。 

 設定期間は、平成３０年度から平成５０年度まで

といたしております。限度額は１億２,４８０万円

でございます。 

 これは、甑島地域の人手不足を解消するため、雇

用促進のための借り上げ型住宅を整備し、雇用確保

をより進めるための事業でございます。 

 住宅の形態は、単身用と家族世帯用を合わせて

８戸程度を計画をしておりますが、既存の借家や賃

借可能な空き家の調査を行いながら、民業圧迫にな

らないように事業を進めたいと考えております。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（中島由美子）若者ふるさと就労促進奨励

金、新卒者、ＵＩＪターン者に対する奨励金で、昨

年度というか、本年度までは事業者にも御本人にも

ということであったですよね、平成３０年度から事

業者にはなくなるのかというのが１点と、本年度ま

での実績を２点目。 

 それと、結構、周りには保育園等に就職する方が

割といるんです。そうしたときに、なかなか聞いて

ないよということがあるので、どのようにして広報

をされているのかというのが３点目。 

 それと、前、いろんな条件があって、だめだった

というのがあったんです。それがどんなところだっ

たかといったら、雇用保険の関係で、銀行とか何と

かがもう全部で、全体で掛けているので、薩摩川内

市内で掛けておられないところはだめだったんで

す。 

 そうしたときに、御本人には何の落ち度はないわ

けで、変な言い方ですけど、そうしたときに少しで

もいいから、せっかく地元に就職して、こんなのが

あるんですよと言ったときに、物すごく喜んでいた

だいたんだけれども、実質、名前言っていいのかわ

かんないけど、鹿児島銀行だったからだめだって言

われて、だめだったんです。とってもがっかりされ

たので、せめて１０万円が無理なら、少し金額を下

げてもいいので、地元に就職されたというお祝い金

になるのかなと思うので、何かそういうまた考える

ことができないのか、その４点お願いします。 

○商工政策課長（末永知弘）本年度までの分に

つきましては、企業へ１０万円、御本人にも１０万

円とさせていただいておりました。 

 新年度からは、先ほど説明いたしましたように、

御本人だけという形をとらせていただきたいとい
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うふうに考えております。 

 理由といたしましては、これまでは、人が余って

いるときに、なるべく地元に就職してほしい、地元

の企業が地元の人をとってほしいという思いもご

ざいました。だんだん状況が変わってきまして、人

手不足というふうになってまいりまして、地元の企

業様のほうにとりましては、どんどん人をとりたい

というふうに少し変わってきている部分もござい

ました。 

 あと、甑島地域の雇用に対しても、非常に、今、

逼迫している状況もございまして、そっちのほうに

少しシフトした形をとらせていただいて、今回は本

人様だけのほうに限らせていただいたところでご

ざいます。 

 あと、実績でございますけれども、平成２９年度

のこれまでの途中経過の実績でございます。ＵＩＪ

ターン者が５人、あと新卒者のほうが２９７人とい

う形に、補助金を、現在、交付をしているところで

ございます。 

 あと、保育園等で知らなかったというようなこと

もございまして、ホームページ等でも載せてはいる

ところではあるんですが、商工会とか商工会議所等

の会合のときには、いろいろ説明、紹介はさせてい

ただいておりますが、その保育園等の方々には少し

説明とか広報が不十分だったのかもしれませんの

で、今後はまた周知が徹底できるように努めていき

たいと思います。 

 あと、最後に、雇用保険の関係で、支給がかなわ

なかった方がいらっしゃるということでございま

した。今の制度を申し上げますと、川内のハロー

ワークに雇用保険を掛けているところに限らせて

もらっているということから、例えば、鹿児島市内

のハローワークに掛けていたり、本社が東京にあっ

て東京のハローワークに掛けていて、実際の勤務は

こっちだったというところがありますけれども、書

類上の確認等のためにどうしてもできない部分が

あって、今はこういう制度でやらざるを得ないかな

というふうに考えているところです。今後はまた少

し工夫も必要かなというふうに考えているところ

です。 

○委員（中島由美子）結構、今度卒業なんですっ

て、どこに行くんですかって聞いたときに、川内に

残るんですっていう方には、これをなるだけお知ら

せしてるんです。 

 そしたらこんなのがありますよって、そしたらと

っても喜んでいただいて、でも、ふたをあけたらだ

めだったって言われて、こっちもがっかりするし、

向こうはもちろんもっとがっかりされるもんです

から。何とか、せっかく地元に残る、いろんな事情

の中で地元に残るのもあるんでしょうけれども、こ

っちがよかった、いいって言って選ばれるので、そ

のあたりをまた考慮していただいて、何らかの形で

額を減らしてでもいいので、何かしていただければ

ありがたいなと思いますので、要望でよろしくお願

いします。 

○委員（石野田 浩）関連みたいなんだけど、こ

この５項目めのところに、甑島雇用移定住対策事業

補助金というのがありますよね、この対象の団体と

いうのはどういうところなんですか。 

○商工政策課長（末永知弘）現在、里町と上甑

島町です。それと、もう一つは下甑町と鹿島町で、

二つでこの協議会をつくろうと、今、準備を進めて

いらっしゃいます。 

 対象は雇用をしたいと思っていらっしゃる事業

者の方々になります。今は商工会の若い方々が中心

になって、その協議会の設立に向けた準備会を、立

ち上げていらっしゃいまして、４月以降には正式に

立ち上がるとしております。 

 先ほども少し申し上げましたが、島内での雇用が

足りないので奪い合いにならないように、島外から、

あるいは市外から、県外から、人が呼び込めるよう

な取り組みをするような事業を組み立てていこう

とされております。 

○委員（今塩屋裕一）予算調書の１８０ページな

んですけど、中心市街地の活性化事業委託費という

ことで、先ほど御説明あったように家賃補助だった

り、リフォームだったり、雇用に関することも御説

明いただいたんですけど、中心市街地で先ほど広報

というのも出たんですけど、こういう中心市街地で

商売、事業をすれば、家賃補助は、昼間の営業をし

ないといけないというのもあると思うんですけど、

大体、何店舗ぐらい申請があったのか。そして、家

賃が出たりとか、リフォームできたり、雇用に関す

ることもすごく盛りだくさんで、すごくいい事業だ

と思っております。県下１４市の中じゃ、もう薩摩

川内市はトップを切っていろんな補助をやってい

るなと思ってるんですけど、中には商売やりたいけ

ど、なかなか融資がおりなかったり、できなかった

りという悩みがあったり、なかなか踏み込めないと

ころがあるんですけど、こういった雇用に関するこ
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とも今回こうやって出してもらって、中心市街地で

商売やってる方に、声から声だと思うんです。空き

店舗をうんと減らすように、こういった説明会を今

までやられたのか、今後はこういった説明会をして

いきたいというのがあれば、大いにやってもらいた

いなというのもあるんですけど、その前にリフォー

ム、そういうのを受けているところは何カ所ぐらい

あったのか、聞かせてもらえればと。 

○商工政策課長（末永知弘）中心市街地におき

まして、家賃補助、テナントミックス補助と申し上

げておりましたが、家賃補助を行っております。制

度自体は平成２４年度からスタートをしておりま

す。これまで４５件の空きテナントに新たに店舗を

構えて事業をスタートされた方がいらっしゃる状

況でございます。 

 あと、広報につきましては、先ほどの商工会議所

等での説明はさせておりますが、今、新たに創業し

ようとされる方の創業スクール等もやっておりま

すので、そういう場面でも、こういう広報を今後も

続けていきたいというふうに考えております。 

○委員（今塩屋裕一）特に、４５件とお聞きして、

昼間の営業じゃないとというのもあると思うんで

すけど、事務所で使いたいとか、いろいろそういう

案件というのは今まであったんでしょうか。食事ば

っかりじゃなくて、こういう補助を出すには、町な

かの構想というか、もちろん商工政策課の中でもあ

ったと思うんですけど、事務所で使いたいとか。例

えば、何とかセラピーで使いたいとか、いろいろ事

業が各種あると思うんですけど、そういった御相談

とか、今まであったんでしょうか。 

○商工政策課長（末永知弘）委員おっしゃると

おり、飲食店等も当然あるんですが、ただ、夜の時

間をメーンにした飲食業は、対象とはしておりませ

ん。 

 飲食業以外の事務所とか、先ほど言われましたセ

ラピー、リラクゼーション案件、あとＤＢＯ、そう

いうところから御相談いただいて、この補助を受け

られて、テナントに出店されている方もいらっしゃ

るところです。事務所も含めていらっしゃるところ

です。 

○委員（今塩屋裕一）まあまあ大いに、４５件と

いう数字も出ていますし、その目標もあると、商工

政策課としてもいろいろあると思いますので、大い

に幅広く、事務所、先ほど言ったようないろんな各

種の昼間の営業に、そうなれば街なかにも人が寄っ

てくると思いますし、そういったのも狙いであると

思いますので、もうちょっとまた力を入れてもらっ

てと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員（川畑善照）今と関連するんですけど、た

しか３年間の補助ですよね、これがもう３年したら

撤退したり、別なところに移ったという、そういう

追跡調査をされていますか。それの動向を教えてく

ださい。 

○商工政策課長（末永知弘）先ほど４５件の補

助があったというふうに申し上げました。平成

２４年度からの累計で、今、４５件でございます。 

 そのうちに、解約も実際出てはきております。解

約の内容を見てみますと、オーナーの事情で解約と

いう部分もあるんですが、実際に完全に閉店したと

いうところが２店舗ございます。 

 あと、市内で、今、借りているところから移転を

して、営業を続けられている方が５件、それと、残

念なんですが、市外に移転をされて営業を続けられ

ている方が２件ございます。合わせて９件、一旦解

約をされたところの実績が出ているところです。 

○委員（川畑善照）それはまあ事情がたくさんあ

ろうと思いますけれども、できるだけ継続できるよ

うに補助の額がたしか大きいと思うんです。３年間、

半額補助で、結構大きいんですが、できるだけ期間

が長いほうがいいと思いますし、その経営状況によ

っては撤退もあり得るというのは、もう当然でしょ

うけれども、できるだけ期間を長めにできる方策の

お考えをお聞かせください。 

○商工政策課長（末永知弘）今の制度が１階部

分と２階部分で補助率を変えておりますけれども、

１階の部分は３分の２が補助される形になってお

ります。非常に優遇された形になっているところで

３年間ということでございます。 

 ２階以上の階層につきましては、２分の１の補助

ということで、これも同じく３年間の補助になって

いるところです。 

 ３年間の補助が手厚い分、４年目からが非常に経

営的に厳しくなられるところもあるようにも聞い

ておりますので、今後、またそういうところの意見

も聞きながら、少しまた補助の内容も、また見直し

も可能でございますので、少しまた研究してみたい

と思います。 

○委員（落口久光）予算調書の１８０ページの上

段、産業支援センター運営業務委託等ってあるんで
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すけど、この金額は、金額だけを見ると、前年度よ

りも、半分ではないですけど、半分弱ぐらい減らさ

れているので、まずこの減額の理由を教えていただ

きたいなと。 

○商工政策課長（末永知弘）産業支援センター

等の委託の業務でございますが、中身を申し上げま

す。 

 産業支援センターのこの運営業務委託が

２,６００万円程度、それと、産業支援センターの

ホームページの保守業務が３０万円ぐらい、あと警

備の業務、それが１３万円ぐらいということに、こ

の金額はなっての合計の積み上げになっていると

ころですが、その部分は昨年とはほぼ変わっていな

い金額で計上させていただいているところです。 

○委員（落口久光）昨年度は、恐らくほかのプラ

スアルファもあったということですね。金額では、

４,４００幾らってなっていたので。もうこの件は

いいです。 

 あと、次は雇用対策支援の分で、委員会資料の中

で、今度、人手不足対策マネジメント事業というの

の中で情報発信っていうのがあるんですけど、具体

的にどういう情報発信をされている、するのかとい

うのを教えてください。 

○商工政策課長（末永知弘）実際には、県外の

郷土会とか、あと、県外で行われる移定住のイベン

ト等もございます。人が集まるイベント等がござい

ますので、そういうところにどんどん情報発信をし

て、一人でも多くこちらのほうへ、Ｕターンもそう

ですけど、Ｉターンまで、定住まで含めて、仕事も

ありますよというような形のＰＲを推し進めてい

くというものでございます。 

○委員（落口久光）県外から出る人たちがいっぱ

いいるというのも問題になって、いろいろ話が出て

ると思うんですけど、内部にはやらないんですか。

市内の新卒者向け。 

○商工政策課長（末永知弘）当然市内の新卒者

等にもいろいろ仕掛けはしていきたいと思ってお

ります。 

 産業支援センターのほうで、これまではいろんな

創業支援とか、そういう企業さんの経営の支援もし

てまいりましたけれども、これに加えて、今度はこ

の人手不足対策のための事業もやっていきたいと

思っておりまして、当然、企業連携協議会とも連携

をしながらでございますが、まずは企業を知っても

らうということが一番大事なことであるので、市内

の学校も当然ですけれども、市外まで足を延ばして、

いろんな広報等もやりながら、足で稼ぎながら地元

の就職率の向上に努めていきたいと思っています。 

○委員（落口久光）まず内部がうまくいかなくて、

外からというのも調子のいい話なので、教育委員会

にも協力をもらわないといけないところも出てく

ると思うんですが、そういうところとも連携とりな

がら、市内の企業のいろんな魅力であったりとか、

もちろん企業の努力するところもあると思うので、

そういうところもまた反映させながら、一人でも多

く市内で働いてもちゃんと生活できて、子どももふ

やせたりとか、そういうのができるような環境をつ

くる、総合的にしていただきたいなと。 

 その中で、新卒者で市外に出ていく方々が、なぜ

市外を選ぶのかというのの情報を整理されて、その

結果に基づいた戦略的な動きをされているのか教

えていただけますか。 

○商工政策課長（末永知弘）各学校を回りなが

ら、いろんな意見交換会はさせていただいておりま

す。 

 やはり今の進路指導の先生等々とも話をすると、

相当多くの求人が学校に来ておるようでございま

す。 

 やはり賃金等を比べられたり、そういうものもあ

りますので、今後は、薩摩川内に残れば、給料は少

し下がるかもしれないけど、家からも通勤できると

か、いろんな買い物等も、物価も安いので、そうい

うところでというようなことを、今、少しＰＲを始

めたところです。 

○委員（落口久光）いっぱい言って申しわけない

ですけど、あとプラスで、若手は、遊ぶ場所がない

って、すごくみんなが言うんですよね。だから、所

管が少しずれるかもしれないんですけど、娯楽とい

うところももうちょっと力を入れながらやってい

ただくといいかなというのと。数年、数年で若手の

感覚も変わってきますので、いろんな生の声を聞き

ながら、タイムリーに市政に反映していただきたい

なというのがありますので。 

 また、あと２点だけ、同じく１８０ページの下段

の独立電源型ソーラーのＬＥＤ灯の件なんですけ

ど、市で買ってるやつ以外で売れているのかなとい

うのがありまして、大体、このスマコミで幾らぐら

い売り上げを上げているのかというのを教えてほ

しいのと、最後の質問が、いつもの議会でも出てく

る合併後に企業の参入とか誘致を進めていますの
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で、何社という話があるんですけど、逆に撤退をし

た数も教えていただきたいなと、この２点、最後の

質問でお願いします。 

○商工政策課長（末永知弘）スマコミライトの

販売の状況でございます。 

 来年度は２５基を予算では計上させてもらって

おりますが、これまでで市がかかわってという形で、

実際、スマコミライトが建設された分が２７０基ぐ

らいございます。県が携わったのが１基ございます。

あと、民間関係で販売されたものが２４基あるとこ

ろです。 

 また、新年度も少しまたいろんな営業活動をされ

ていらっしゃいますので、その中で販売を数十基は

見込んでいるという話は聞いているところでござ

います。 

 あと、撤退のお話でございますが、これまで

２９社と４０件の立地協定の締結を合併後させて

いただいております。 

 これまでで撤退の分が６社ございます。富士通さ

んも含めまして、合併以前に立地したところも含め

まして６社ほど撤退があったところでございます。 

○委員（落口久光）スマコミは次世代のほうにも

かかわるので、ここで言ってもしようがないんです

けど、過去から言われているように、低廉化という

のがすごく最大のネックだと思いますので、確かに、

県の１基はちょっとあんまりかなと思うんですけ

ど、民間の２４基も、本当は民間で売ってこそ何ぼ

なので、ここはメーカーさんもいろいろと事情がお

ありなので、しないのかもしれないんですけど、も

っとここの裾野を広げるというような提案であっ

たりとか、そういう指導じゃないですけど、ここに

力を入れていただいたほうが、「エネルギーのまち」

というのをうたう限りにはやるべきかなと。またサ

ポートをお願いしたいと思います。 

○委員（石野田 浩）スマコミライトのことだけ

ど、２５基購入というのは、市内のあちこちに設置

をするために購入するんでしょう、それを売るんじ

ゃなくて。 

○商工政策課長（末永知弘）企業連携協議会の

メンバーで開発されて商品化されているものを市

が購入する形です。設置場所は、災害時の避難所に

なっているところに、停電等があったときに電気が

ついているので、そういう意味を込めて、そういう

ところに設置をさせていただいているところです。 

○委員（石野田 浩）コミセンで、水引なんだけ

ど、九電さんが見えて、行政のほうからも要請があ

って、５キロ圏内のところにスマコミライトをもう

ちょっとつけてくれという話があったみたいです

よね。 

 それで、各コミセンでも協議をしたんですけれど

も、水引地区で７基だったかな、７基だったんだけ

れども、水引の人たちが、もう７基も要らんなよと。

５基ぐらいつければ、今も既についてるもんだから、

５基ぐらいで、あと２基分を普通の外灯に変えて寄

附できないのかという話を九電にしたわけです。 

 そしたら、今、その調査をして、どこにつけたい

んですかとか、その予算額やら見合わせてしないと、

最初からそういうのを対象にしてないもんだから

という話なんだけれども、市から要請されてだと思

うんだけれども、九電が配布してくれるというのが、

その辺もこれから先もそういうふうに形としてや

っていかれるのか、独自でつけていくんですか。 

○商工政策課長（末永知弘）そのコミセンのほ

うに設置というのは、私ども把握をしていない状況

です。九電さんに要望したとかというとを把握をし

ていない状況でございます。 

○委員（石野田 浩）今、私が言ったのは、九電

に要請したのかということだけど、それは聞いてな

いということなんだけど、２５基購入しますよね。

これはある程度目安をつけて予算化してると思う

んだけれども、それはこっちで選択するんですか、

それともコミセンで選択してもらってしてるんで

すか。 

○商工政策課長（末永知弘）今、３年目にこの

設置がなってきております。毎年少しずつという形

をさせていただいております。 

 優先順位といたしまして、これまでの避難実績を

参考にさせてもらってまして、避難者の多いところ

からつけて、優先的に設置をさせていただいておる

ところでございます。 

○委員（今塩屋裕一）今、スマコミライトが出た

んですけど、企画政策課でも言わせてもらったんで

すけど、この前、ちょうど川内山形屋の横でひき逃

げがありまして、今、犯人も見つからない状態で、

あの辺の通り会の中で防犯カメラがなくて、本当に

接触したのだろうか、当たったのだろうかというの

もしっかり証明できてない状態。市民の方からお話

が出たのは、スマコミライトに力を入れてるんだっ

たら、もう災害だけじゃなく、防犯カメラも設置し

たような、そういったつくり方とか、いろいろこれ
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からまた開発するということでしたよね。 

 できれば、その防犯カメラに対応するような、せ

めて街なかだけはフリーのＷｉ－Ｆｉにして、Ｗｉ

－Ｆｉで飛ばしてカメラが作動するような方法と

か。そういったのを街なかにこれから進めていって

強化するのも、災害だけじゃなく防犯も、いろんな

事件等を見ますと、ひったくりとかそういうのが町

なかでも多いですので、薩摩川内市以外でですね。

報道等を見ると、そういうひったくりが何回もあり

ますし、もちろん少年犯罪、中学生以下の犯罪も市

外、県外見てもいっぱいありますので、そういった

のも、今後、協議というか、してもらえればと思う

んですけど、その辺はどうでしょうか。 

○商工政策課長（末永知弘）今のスマコミライ

トのほうは、最初のときは単に外灯で、夕方になっ

たら電気がついて朝になったら消えるというもの

でございました。 

 次のバージョンが、台風時等で停電になったとき

に、携帯電話等の小さな電気機器は充電ができるよ

うに、今、バージョンアップをしております。 

 今後におきましても、まだ事業者さんとも協議を

しながらではございますけど、せっかく発電をして

電池が蓄えられておりますので、そういうものが活

用できるような製品に進化していけるような形で、

また事業者さんとも話はしてみたいと思います。 

○委員（今塩屋裕一）防災安全課とか、企画政策

課もあると思うんですけど、街なかのことですから、

カメラの件に関してはどうでしょうか。その後、何

かお話とか、そういうのは商工政策課の中で何かな

いでしょうか。 

○商工政策課長（末永知弘）カメラまでは話を

したことがなかったんですけど、Ｗｉ－Ｆｉとかと

いうところは、話を詰めているところです。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）まず資料の１ページの３、４、

甑島地域短期滞在者家賃等補助と甑島地域イン

ターンシップ補助なんですが、これには期限つきで

雇用する従業員を居住させる。それから、もう一つ

は、就職活動やインターンシップのために宿泊負担

した事業者って書いてあるんですが、こういったこ

とを既にもう行っている事業者があるのかと、いわ

ば期限つきで雇用している人の宿泊費を出してい

る事業者とか、そういう事業者があるのかというこ

と。 

 それから、これは資料じゃなくて、調書のほうは

１７８ページの地域おこし――先ほど６人分と言

われたんですが――地域おこし協力隊というのは

６人じゃなかったと思うんですけど、これはほかの

例えば協力隊員のそういう人件費とかそういうも

のについては、またほかに所管ではないところでや

っているのかどうか、その辺の仕組みを教えてくだ

さい。 

 それから、同じく調書の１８０ページで、撤去工

事というのがあるんですが、これはアーケードにあ

るテレビですか。これを確認したいんです。 

 それから、１８１ページの富士通跡の管理経費と

いうのは、これ、どのぐらいなのか、これについて

ちょっと……。 

［発言する者あり］ 

○議員（井上勝博）そげん、数字を言うだけやっ

どが。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

○議員（井上勝博）はい、どうぞ。 

○商工政策課長（末永知弘）まず、企画経済委

員会資料の１ページの支援制度の中の３番、４番の

お話かと思います。 

 短期型の分につきましても、介護関係とか、あと

観光関係のところで、そういうものが実際されてい

る方がいらっしゃいます。観光で言えばゴールデン

ウイーク等のシーズンとか、夏休み等のシーズンに

限っての島外からの雇用をされているという部分

があるのが実情でございます。 

 それと、地域おこし協力隊でございます。井上議

員もおっしゃいましたけれども、計上させていただ

いているのは、商工観光部内に配置予定の協力隊員

のものを計上させていただいて、活動経費を計上さ

せていただいているところです。 

 給料等の人件費につきましては、地域政策課のほ

うで計上させていただいているところです。 

 それと、あと、中心市街地の情報表示板のお話で

ございましたが、老朽化が進んでおりまして撤去と

いう形になっております。もともとは、平成２１年

度に宝くじの事業で設置をさせていただいている

ものでございます。 

 平成２２年から運用開始をいたしまして、８年が

経過して、もう映らないモニターも出てきていると

いうことで、太平橋通りの方々とも協議をさせても

らいましたけど、撤去という形で方針を出させてい
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ただいたところです。 

 あと、入来工業団地の草払いに関する経費でござ

いますが、年間で約２８０万円程度を計上させてい

ただいているところです。 

○議員（井上勝博）もう一つ、インターンシップ

をやっているところ。 

○商工政策課長（末永知弘）インターンシップ

も、私が持ってる情報では１件ありまして、ハロー

ワークのもう求人のときに、インターンシップの受

け入れまでしますよというところで出ているとこ

ろもございます。 

 あと、この雇用移定住協議会の甑島の立ち上げの

意見交換会等に出席させていただきましたけれど

も、そういうインターンシップの受け入れができる

補助制度があったらありがたいというお話もいた

だいたところであって、そういうことから計上させ

ていただいているところです。 

○議員（井上勝博）この補助金制度というのは、

やはり、現時点でやはりいろいろやられている方々

を支援するために、こういう制度、補助金制度をつ

くるというふうにしないと、今から使うか使わんか

わからないという補助金をやるというのは、どうも

私はおかしいんじゃないかなと。 

 それで、違ってたら言ってください。これは、も

うずばり甑島館のためじゃないですか。そのことじ

ゃないんですか。 

○商工政策課長（末永知弘）特に甑島館のこと

を考慮したものではございません。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 当局の説明を求めます。 

○商工政策課長（末永知弘）所管事務調査のほ

うで、１件、御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 資料は、企画経済委員会資料の４ページでござい

ます。 

 去る３月３日に実施いたしました地域を支える

地元企業ガイダンスについて報告いたします。 

 目的につきましては、市内企業の人手不足の解消

のために、市内にはどのような企業があって、どの

ような製品を製造したり、サービスをしているのか

というようなところを幅広く市民に知っていただ

くということを考えて企画・実施したものでござい

ます。 

 あと、同時に、子どもたちに将来の仕事に対する

興味とか、関心を持ってもらうということもあわせ

て目的にいたして実施したところです。 

 （２）、（３）の主催・共催、開催日時は記載のと

おりでございます。 

 （４）ですが、出展者につきましては、企業連携

協議会の会員３５社が出展をしていただいており

ます。その他の企業につきましては、ポスター掲示

とかパンフレット配布による出展が１０８社あっ

たところでございます。 

 関係団体等のブースでは、ハローワークやポリテ

クカレッジ川内など６団体がブースを設けまして

相談対応等を実施したところでございます。当日は

就職を控えている学生、高校生に加えまして、中学

生や小学生の保護者にも御参加いただきました。約

３５０名の来場を数えたところでございます。 

 （６）の内容といたしましては、企業３５社は、

企業ブースにおいて企業の仕事内容の説明、紹介と

就職相談も実施していただいたところでございま

す。 

 あと、体験コーナーでは、ロボット操作とか甲冑

の着つけ体験、あと、子どもでも簡単に学べるプロ

グラミングのコーナーなどを実施したところでご

ざいます。 

 今回の事業につきましては、企業連携協議会の主

催でございますが、当初は計画はしてございません

で、人手不足の問題解決に必要と判断をいたしまし

て、緊急に実施したものでございます。今回は予算

もない中で、会員企業の協力で実施をしたところで

ございます。また反省点も踏まえまして、また次回

につなげていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）所管がここなのかどうか、

はっきりわからないんだけど、ライブカメラという

のを市内に設置してありますよね、何カ所か。 

 今、水引のことばっかり言ってあれなんだけど、

月屋山で、川内川あらしの話題がかなり気象予報士

がいろいろ言ってくれて、企画してくれて、あちこ
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ち四国のほうから清水市長も見えたみたいだけれ

ども、あれを見るのに、市長もそう言われたんだけ

ど、「いつ出るかわからんのやなあ」という話があ

ったもんだから、ライブカメラをあそこにつけたら、

すぐつけて映ってるから、ほんなら来なさいよとい

う話じゃないのかもしれないけど、どうせ夜の間は

映らないわけだから朝方しかないんだけれども、そ

れから間に合うのかどうかはわからないけれども、

そういうライブカメラというのを設置することは

考えられるのかどうか。月屋山だけじゃなくて、唐

浜の海水浴場のあたりでもサーファーはかなりい

るんだけれども、西方海岸はライブカメラがあるの

かな、よく言われるのが、「ここまで来て、波がな

きゃそのまま帰らなきゃいけませんね」とか、「天

気予報だけではなかなかわからない」ってよく言わ

れるんだけれども、そういうものを設置してあれば、

情報として流せるんじゃないかなというのがある

んだけれども、その辺の考え方としてはどうですか。 

○委員長（下園政喜）ここの課でいいですか。 

［発言する者あり］ 

○委員長（下園政喜）なら、改めてまたしましょ

うか。ほかに。 

○商工観光部長（古川英利）ライブカメラ自体

は情報政策課で所管をされております。 

 それから、川内川あらしに関しましては、川内港

ターミナルも含めて置けないかと、以前は話を承り

ましたが、現在は、川内川河川事務所のライブカメ

ラを活用できないかということで調整されており

まして、そっちのほうを活用できればというふうに

考えております。 

○委員長（下園政喜）ほかにはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）先ほどの、雇用というか、市

外に人が出ていくと、若い人が出ていくという話で、

これは、その中でやはり給料が安いという問題があ

るとおっしゃったんですが。例えば、もう全国の地

方都市というのはそういう悩みを持っているわけ

で、根本的には最低賃金が都会は高く、田舎は安い

というところから、どんどん流出しているという問

題があると思うんです。 

 そういったことを市町村会のまとまって最低賃

金を全国一律にするということを要望するという

ことも必要ではないかというふうに思うんですけ

れども、その辺はお考えはないか教えていただきた

いということと、それから、先ほどスマコミライト

について、民間２４基というお話だったんですが、

これは一民間なのか、先ほど九電の話が出たんです

けど、これは九電なのか、確認したいんですけど。 

○商工政策課長（末永知弘）スマコミライトの

ほうをお答えしたいと思います。 

 それぞれ、もう民間事業者でございまして、県内

では屋久島町の事業者さん、あと県外では神奈川県、

栃木県、福島県がございます。あと県内は喜界町も

３基入っておるというふうに聞いております。 

○商工観光部長（古川英利）最低賃金を市長会

等で議論、今回の人手不足に対してということは現

在もありませんし、今後も予定をしておりません。 

 一番、やはり、先ほど戦略的にどう進めるかとい

う話もあったんですけれども、稼ぎの問題もありま

すし、今、一番問われているのは、企業の魅力とい

うところも問われてて、そこは事業者さんともいろ

いろ話をさせていただいているところです。 

 地域経済の支えは中小企業というところがあっ

て、そこで働くというのは企業の魅力が必要だと思

っておりますし、あと大きいのが家族の近くに住み

続けるというところが、親御さんが「もうこの辺で

暮らしても給料も安かで外出らんか」というところ

も、今までは多分にあったかと思いますので、そこ

ら辺をできれば地元定着率を高めたいということ

と、１回出ても早く帰ってこいというような機運を

つくることが現実的かなと思って、今、やらせてい

ただいているところです。 

○議員（井上勝博）全国の地方都市はみんな悩ん

でいる問題で、先ほど言ったわけですけれども、要

請すればいいじゃないですか。それを要請しないと

いうかな、みんなでまとまって地方都市の人たちで、

都会ばっかり賃金が高いじゃないですかと、最低賃

金引き上げてくださいよと、全国一律にしてくださ

いって、みんなで要望を出すというのは何でできな

いのかな、何か障害があるんですか。 

○商工観光部長（古川英利）要望しないという

ことじゃなくて、今、予定がないということで、そ

の効果がどれぐらいあるかとか、ほかの市町村の動

きを見ていきたいと思いますが、決して、先ほど言

いたかったのは、最低賃金の問題ではないんじゃな

いかという分析をしているところです。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 
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 以上で、商工政策課を終わります。 

────────────── 

△施設室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、施設室の審査に入り

ます。 

────────────── 

△議案第２４号 薩摩川内市体育施設条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（下園政喜）まず、議案第２４号薩摩川

内市体育施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○施設室長（園田克朗）議案第２４号薩摩川内

市体育施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを説明させていただきます。 

 商工観光部の議会資料の１ページをお開きくだ

さい。こちらになります。 

 東郷池畠運動広場及び祁答院弓道場について、近

年の利用状況等を踏まえ、効率的かつ効果的な財産

活用を図るため、地元の了承も得たことから廃止し

ようとするものでございます。 

 対象財産の位置図に示してありますとおり、東郷

池畠運動広場は東郷温泉ゆったり館の南側にある

運動広場でございます。 

 横座トンネル及び新幹線工事等で発生した土砂、

砕石等を埋めて造成されたものでございますが、近

年は砕石が露出し、危険な状態で、利用制限をかけ

ていたところでございます。管理経費もかかり、ま

た、整備するにも多額な経費がかかることから廃止

しようとするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 祁答院弓道場は、祁答院支所の南側にある祁答院

中学校の一画にある施設でございます。平成２１年

度から利用者が皆無の状態で閉鎖の状態となって

おり、施設も中学校の一角にありますので廃止しよ

うとするものでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第２５号 薩摩川内市観光船条例の

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（下園政喜）次に、議案第２５号薩摩川

内市観光船条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○施設室長（園田克朗）議案第２５号薩摩川内

市観光船条例の一部を改正する条例の制定につい

てを説明させていただきます。 

 商工観光部の議会資料の３ページをお開きくだ

さい。先ほどの資料でございます。 

 観光船「かのこ」について、指定管理者による維

持管理を行わせるため、観光船条例の一部を改正し

ようとするものでございます。 

 改正の内容といたしましては、議案に提示してあ

りますように、指定管理者の業務、指定の申請、指

定の手続、事業報告書の提出及び個人情報の取り扱

いなどの指定管理に係る条項の追加及び文言の改

正をしております。 

 観光船「かのこ」の概要といたしましては、資料

にありますとおり、全長１９.２メーター、幅

４.１８メーター、定員３２名でございます。 

 ３の今後の予定案でございますが、７月下旬まで

に指定管理候補者選定を行い、９月議会で指定議案

提案し、議決をいただけましたら、３月まで業務引

き継ぎ期間とし、平成３１年４月１日から指定管理

開始を予定として計画しているものでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）これから指定管理にするとい
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うことですが、現在、この船は直営でやられて、嘱

託員か何かでやられているのかどうか。何人ぐらい

で運営されていたのかということを教えてくださ

い。 

○施設室長（園田克朗）直営で３人の嘱託員に

よって運営をしていただいていたところでござい

ます。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第２６号 財産の無償貸付について 

○委員長（下園政喜）次に、議案第２６号財産の

無償貸付についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○施設室長（園田克朗）議案第２６号財産の無

償貸付についてを説明させていただきます。 

 先ほどと同じ資料、商工観光部の議会資料の

４ページをお願いいたします。 

 本市及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構との共有に属する船舶「高速船甑島」を平成

２６年３月１０日から、川内港、里港及び長浜港を

結ぶ航路の運航事業用として内航裸傭船契約を締

結し、無償貸し付けをしておりますが、平成３０年

３月３１日で無償貸付期間が満了することから、引

き続き甑島航路の運航事業用として甑島商船株式

会社へ５年間無償貸し付けをしようとするもので

ございます。 

 資料にありますとおり、内航裸傭船仮契約の概要

といたしましては、１、仮契約の締結日、平成３０年

１月１６日、当該契約は、市議会の議決を得たとき

から本契約とみなされます。３の傭船者は甑島商船

株式会社です。４の傭船期間は平成３０年４月１日

から平成３５年３月３１日までの５年間でござい

ます。５の傭船料は無償でございます。６の船舶の

修繕、検査及び運航に係る経費は傭船者の負担とな

りますというような内容のものでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止して

おりました議案第３９号一般会計予算を議題とし

ます。 

 まず、商工観光部長に概要説明を求めます。 

○商工観光部長（古川英利）それでは、当初予

算概要の９２ページをお願いいたします。 

 施設室の業務につきましては、大きく五つの柱が

ございます。 

 一つ目が次世代エネルギー施設の管理事業で、約

８,７００万円の予算を提案させていただいている

ところです。内容についてはごらんのとおりでござ

います。 

 二つ目が、商工施設の管理事業でございますが、

勤労者福祉施設、ひまわり友あい館等の管理、これ

が約１,３００万円、商工施設の管理事業として、

きやんせふるさと館、これは川内駅の駅市が入って

いるビルでございますが、この管理事業につきまし

て約７００万円あります。総額で約２,０００万円

となっております。 

 それから、３点目に観光物産施設の管理事業とい

うことで、せんだい宇宙館等の指定管理経費でござ
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います。 

 めくっていただきまして、大きい柱の四つ目が交

通貿易施設管理事業でございます。コミュニティバ

ス等の管理、それから海上交通の施設の管理事業と

いうことで、里港ターミナル等、それから鉄道建

設・運輸設備支援への返済金でございます。これが

約８,９００万円ございます。 

 そのほか鉄道施設、それから川内港の関係施設等

ありますが、今回、国際交流施設等管理事業として

１億３,７００万円を計上させていただいておりま

すが、コンベンションホールのＬＥＤ化が大きいも

ので、これは後ほど詳しく説明をさせていただきま

す。 

 最後に、五つ目がスポーツ施設の管理事業でござ

います。総合運動公園の管理事業が約１億

７,７００万円、それから、地域スポーツ施設の管

理事業が１億９,０００万円となっておりますが、

この地域スポーツ施設の入来体育館ウエイトリフ

ティングアップ会場の増設工事につきましては、後

ほど詳しく説明をさせていただきます。 

 以上、施設室の概要でございます。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 

○施設室長（園田克朗）施設室でございます。

それでは、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市一

般会計予算について、予算調書の１８２ページをお

開きください。 

 上段のほうにあります２款１項６目、事項、次世

代エネルギー推進費は、事業費８ ,７０３万

１,０００円でございます。経費の主な内容は、急

速充電器運用管理委託等７９３万９,０００円、総

合運動公園太陽光発電設備包括的リース料、独立電

源型ＬＥＤ街路灯リース料等で合計７,５５４万

４,０００円でございます。 

 次に、下の段のほうにございます２款１項８目、

事項、国際交流施設等管理費は、事業費１億

３,７２３万９,０００円でございます。 

 右側にあります経費の主な内容は、国際交流セン

ター指定管理料、コンベンションホール照明設備工

事であります。 

 照明設備工事につきまして、企画経済委員会資料

で説明をさせていただきたいと思います。企画経済

委員会資料、商工観光部の５ページをお願いいたし

ます。 

 国際交流センターのコンベンションホールの舞

台を含む照明をＬＥＤ化することにより、設備の更

新とともに消費電力低減及び演者の負担軽減を図

るものでございます。事業費は１億１,０００万円

で電源交付金が充当されています。 

 整備内容といたしましては、舞台照明一式、ホー

ル内照明、調光操作卓等で、平成３１年の２月ごろ

に整備予定としているところでございます。 

 ＬＥＤ化による効果といたしましては、年間に約

１７０万円の電気料削減及び照射熱削減による舞

台上の演者の負担軽減が図られるものでございま

す。 

 コンベンションホールの照明設備改修事業につ

きましては、以上で説明を終わらせていただきまし

て、続きまして予算調書のほうにまた戻らせていた

だきたいと思います。 

 予算調書の１８３ページの上段をごらんくださ

い。 

 ５款１項１目、事項、勤労者福祉施設管理費は、

事業費１,２７９万４,０００円でございます。経費

の主な内容といたしましては、東郷共同福祉施設指

定管理料、ひまわり友あい館等の直営施設の業務委

託等でございます。 

 続きまして、下の段、７款１項２目、事項、川内

港振興事業費は、事業費２,２７６万２,０００円で

ございます。経費の主な内容は、高速船ターミナル

及び川内港待合所の指定管理料でございます。 

 続きまして、１８４ページの上段をごらんくださ

い。 

 ７款１項２目、事項、コミュニティバス等利用促

進事業費は、事業費１２１万８,０００円でござい

ます。経費の主な内容は、急速充電器保安管理業務

委託でございます。 

 続きまして、下の段、７款１項２目、事項、甑島

航路利用促進事業費は、事業費８ ,９２０万

４,０００円でございます。経費の主な内容は、里

港・長浜港ターミナル指定管理料、その他甑島各港

待合所の管理業務委託、鹿島港待合所手すり取つけ

工事、高速船甑島の共有分取得費でございます。 

 続きまして、１８５ページの上段をお願いいたし

ます。 

 ７款１項２目、事項、鉄道利用促進事業費は、事

業費７９万４,０００円であります。経費の主な内

容は、隈之城駅ほかトイレの清掃業務委託等でござ

います。 

 続きまして、７款１項２目、事項、地域経済事業
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費は、事業費７４９万４,０００円でございます。

経費の主な内容は、観光特産品館きやんせふるさと

館の管理業務委託及び光熱水費でございます。 

 続きまして、１８６ページの上段をごらんくださ

い。 

 ７款１項３目、事項、観光物産施設整備費は、事

業費１億１,２７５万２,０００円でございます。経

費の主な内容は、観光船「かのこ」運航船員嘱託員

３人の人件費、せんだい宇宙館ほか６観光施設の指

定管理料、その他観光施設の草刈等管理業務委託等、

鹿児島県旅客船協会負担金ほか６件の負担金でご

ざいます。 

 続きまして、１０款６項２目、事項、総合運動公

園管理費は、事業費１億７,６６８万９,０００円で

ございます。経費の主な内容は、総合運動公園やス

ポーツ交流研修センターの指定管理料、サブアリー

ナ床緩衝材設置業務委託及び総合運動公園施設改

修工事でございます。 

 サブアリーナ床緩衝材設置につきましては、国内

において、レシーブ時において床板の剥離による大

けがが発生した事案がありました。日本バレーボー

ル協会から、バレーボール競技強化センターに認定

されているサンアリーナにおいて、このような事故

が発生しないように、コートの床面に緩衝材の設置

要請があったことから、今回、屋内スポーツ用の床

緩衝材をサブアリーナに設置するものでございま

す。 

 続きまして、１８７ページの上段をごらんくださ

い。 

 １０款６項２目、事項、スポーツ施設管理費は、

１億８,９５３万６,０００円でございます。 

 経費の主な内容は、樋脇グラウンドゴルフ場ほか

１０体育施設の指定管理料、鹿児島国体でのウエイ

トリフティング会場となっている入来体育館に、ウ

エイトリフティングアップ会場増設の設計業務委

託及び工事などでございます。 

 入来体育館のウエイトリフティングアップ会場

増設事業につきまして、企画経済委員会資料で説明

をさせていただきます。 

 先ほど国際交流センターの説明をした資料でご

ざいます。下のほうにございます商工観光部の

５ページをお開きください。 

 鹿児島国体で入来体育館がウエイトリフティン

グのアップ会場となっていますが、現有施設ではア

ップ会場が不足することから、下のほうに（３）で

事業箇所で写真をつけてございますが、入来体育館

の西側に、約１００平方メートルのアップ会場を増

設するものでございます。入来体育館記載のあると

ころの左側にアップ会場というのが記してござい

まして、矢印で見にくくなっておりますが、四角で

囲まれている、そちらに約１００平米のアップ会場

を増設するものでございます。国体以降は、九州大

会、県大会の誘致や県内外からの合宿誘致に活用も

考えられているところでございます。事業費は全体

で３,３００万円でございます。 

 続きまして、予算の説明に戻らさせていただきま

す。 

 予算調書にまた返っていただきたいと思います。

予算調書の１８７ページの下段のほうをごらんく

ださい。 

 １１款４項１目、事項、現年公用・公共施設災害

復旧事業費は２００万円でございます。施設室所管

施設の災害時の復旧に係る経費であります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の説明をいたしますので、予算

調書の４５ページをお開きください。 

 左側のほうの款項目で説明をさせていただきま

す。 

 １４款１項１目総務使用料につきましては、国際

交流センターの使用料や電柱設置などに伴う行政

財産使用料などで３０３万１,０００円でございま

す。 

 次に、その下のところでございますが、１４款

１項５目商工使用料につきましては、商工・観光施

設の使用料や電柱設置などに伴う行政財産使用料

などで、２,１３４万３,０００円でございます。 

 続いて、４６ページをお願いいたします。中ほど

をごらんください。 

 左側のほうにあります１４款１項７目教育使用

料につきましては、スポーツ施設の使用料や電柱設

置などに伴う行政財産使用料等で４,８８４万

２,０００円でございます。詳細につきましては、

記載してあるとおりでございます。 

 続いて、ページをめくっていただきまして

４８ページの最下段でございます。 

 １７款１項１目財産運用収入の財産貸付収入に

つきましては、公募による自動販売機設置などの土

地建物貸付収入で５９万４,０００円でございます。 

 続いて、４９ページをお願いいたします。 

 左側中ほどにございます２１款５項４目雑入で
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ございますが、４,２０５万３,０００円でございま

す。主なものでは、右側のほうにあります総合運動

公園の太陽光発電売電収入３,０００万円、それか

ら下から４段目でございます。充電インフラ普及プ

ロジェクト設置権利金４２０万円のほか、管理施設

における電気・水道使用に伴う実費収入金などでご

ざいます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（落口久光）予算調書の１８２ページで

すけど、この上段の包括的リース料等というやつの

内訳を教えていただけますか。 

○施設室長（園田克朗）主なものといたしまし

ては、総合運動公園太陽光発電の包括的リース料が

約４,０００万円、それから、独立電源型ＬＥＤ街

路灯のリース料が、平成２６年に設置したものの

リース料で３,６００万円で、合計約７,５５４万

４,０００円というような額となっているところで

ございます。 

○委員（落口久光）次は、１８７ページの上段の

樋脇グラウンド・ゴルフ場指定管理料等とあるんで

すけど、この内訳も教えてください。 

○施設室長（園田克朗）施設とおおむねの額を

説明させていただきたいと。樋脇グラウンド・ゴル

フ場の、ほか１０の指定管理で、御陵下公園、屋外

照明施設、川内プール、東郷運動場、樋脇運動場、

サンヘルス及び樋脇Ｂ＆Ｇプール、それから、祁答

院グラウンド、それから里プール、上甑グラウンド、

鹿島プールの合計で１１施設でございます。 

○委員（落口久光）ちなみにグラウンドゴルフ場

だけだったら幾らぐらいなんですか。 

○施設室長（園田克朗）３,９００万円程度にな

ります。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。ほかには

ありませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（井上勝博）太陽光の売電が３,０００万

円、そしてリース料が４,０００万円ぐらい、そこ

のところで、４,０００万円のリース料のほうが

１,０００万円高いわけなんですけど、よく一般家

庭に普及される業者の方のお話によると、大体リー

ス料と太陽光の売電額はとんとん、同じぐらいで、

この場合は年間１,０００万円リース料のほうが高

いわけなんですけれども、このリース料の分、売電

収入というのは３,０００万円というのは、実績で

１,０００万円ずつ赤字になるということなのか、

それをお聞きしたいんですが。 

○施設室長（園田克朗）精査して後ほど回答し

ます。 

○議員（井上勝博）それから、隈之城駅トイレ清

掃等業務委託等と書いてあるんですが、何カ所ぐら

いあるか教えて。 

○施設室長（園田克朗）トイレにつきましては、

隈之城駅、草道駅、それから薩摩高城駅の合計３カ

所でございます。 

 それと、申しわけございません。１点目のほうの

御質問が聞き取れなくて。 

○議員（井上勝博）高速船甑島の共有分取得費の

意味は。 

○施設室長（園田克朗）機構と共有契約をして

おりますので、それに伴います毎年のリース料契約

に基づく支払いという形になりますが。 

○議員（持原秀行）７款１項２目のコミュニティ

バス等利用促進事業費で、電気バスの急速充電器保

安管理業務委託ということで、これは駅前のところ

で理解していいんですか。 

 そしたら、この電気バスの運行状況、それと、私

も何回も甑島に行くときに乗って利用するんです

が、３号線を走るときに相当な速度になるんです。

そのときに、前もこれ言ったことがあるんですけれ

ども、シートベルトがないんです。 

 そうすると、急ブレーキとか踏んだときに、危な

い思いをしたもんだから、運行上はシートベルトは

要らないんですよというようなことかもしれない

けど、今、乗用車にしても何にしても、後ろの後部

座席まで全部シートベルトをするじゃないですか。

もし、大きな事故があったら、これどうするんです

かって私は常々思うんです。 

 そこらあたりも考えて、今後はシートベルトもち

ゃんとすべきじゃないかなと思うんですがどげん

ですか。 

○施設室長（園田克朗）今、即対応はというの

はあれですので、机上になるかとは思いますが、検

討をさせていただきまして、参考にして何らかどう

かしていきたいと考えております。 

○商工観光部長（古川英利）電気バスにつきま

しては、今、週末に時期を見ながら走らせている状

況です。 
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 バッテリーの損耗が激しいところがあって、延命

措置をしながら、今、走らせているところがござい

ます。できるだけお客様が多いときに走らそうとい

うことで、その工夫をしているところです。 

 先ほど、それからシートベルトのところは、もう

ごもっとものところがありまして、ただ通常の路線

バスも同様かと思います。運送法の絡みと警察の公

安の関係の絡みもあるんですが、実際、運行中に転

ぶ方が、今のところはいらっしゃらないですが、た

まにそういう危なかったという話を聞いてますの

で、また事業者とも意見交換を進めたいと思います。 

○議員（持原秀行）ぜひよろしくお願いをしたい

と思います。 

 やはり、まだ買って間もない高額な電気バスです

ので、考えられないですよね。普通、我々が乗って

る軽トラなんかでも十何年乗ってますから、だから

それからすれば１億円近い投資を打ち込んで、これ

が活用されないとなれば非常に問題ですので、ここ

はよろしくお願いします。 

 それと、もう一点、１０款６項２目の運動公園の

管理費の中で、バレーボールのほうから要求があっ

て、床の緩衝材設置をされるということなんですが、

この費用と、それからこの緩衝材をしたことにおい

て他の競技には支障はないのか、そこだけ教えてく

ださい。 

○施設室長（園田克朗）約２,５００万円程度と

いうことです。 

 それと、他の競技に支障はないかということの御

意見ということですが、他の設置されているところ

にも視察にも担当のほうが行っている中では、そう

いう影響はないということで聞いているところで

ございます。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、施設室を終わります。 

 ここで休憩します。再開は、おおむね１３時とし

ます。 

         ～～～～～～～～～～     

         午前１１時５２分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 ０時５９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き会議を開

きます。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）先ほど施設室の当初予算の

審査の中で、答弁漏れがありました。ついては、審

査を一部中止しておりました議案第３９号一般会

計予算を議題とし、当該箇所の答弁を求めます。 

○施設室長（園田克朗）お時間をいただきまし

て、申しわけございません。早速ですが、午前中の

一般会計の質問に対しまして、御回答させていただ

きたいと思います。 

 総合運動公園のリース料につきまして、実際の

リース額と収入額によって差があるが、どういうこ

とかということでの御質問だったと思います。 

 詳細確認いたしましたところ、リース契約と、そ

れからリースは１５年間のリースになります。それ

で、収入は売電収入でなっているんですが、単価契

約は２０年ということで、そこで１５年リース後は、

あと５年間は、丸々収入がそのまま入ってくるとい

うことで、そこまで含めると、総括的ではとんとん

になるというようなもとで計算をして、設置をした

ということで、申しわけございません。私どものほ

う、リース契約の状況まで把握を細かくしていなく

て、申しわけございませんでした。 

○委員長（下園政喜）ありがとうございました。

ただいま当局の説明がありましたが、本件について、

委員のほうで質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号を一時中止します。 

 以上で、施設室を終わります。 

────────────── 

△交通貿易課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、交通貿易課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第３９号一般会計予算を議題

とします。 

 まず、商工観光部長に、概要説明を求めます。 

○商工観光部長（古川英利）それでは、当初予

算概要の９３ページをお願いいたします。 

 交通貿易課は、大きく三つの事業の柱がございま

す。 

 １点目、地域公共交通事業です。その中で、三つ

分かれておりますが、コミュニティバス等利用促進

事業、これが約２億２,２００万円の事業でござい

ます。この中の甑島交通ネットワーク調査業務は新

規でございます。後ほど詳しく説明をさせていただ

きます。 

 それから、甑島航路利用促進事業、それから鉄道

利用促進事業とありまして、総体で約２億

５,８００万円の事業となっております。 

 次に９４ページをお願いいたします。川内港振興

事業です。この事業につきましては、中にあります

ように、かごしま川内貿易振興協会補助金、この組

織名が変更しております。後ほどまた説明させてい

ただきますが、薩摩川内市貿易振興協会という形に

なります。 

 コンテナ航路の状況等、それから川内港利用促

進・物流モデル構築推進事業につきましては、後ほ

ど詳しく説明をさせていただきますが、総体で約

８,０００万円の事業となっております。 

 三つ目の柱が、国際交流事業であります。国際交

流員の招致事業、常熟市との交流、韓国との交流、

それから国際交流の事務事業となっておりまして、

総体で約２,４００万円となっております。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の説明を求

めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、平成

３０年度当初予算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出について御説明いたします。予算調書

の１８８ページをお開きください。 

 ２款１項８目、事項、国際交流事業費２,４０１万

８,０００円は、友好都市である中国常熟市や韓国

昌寧郡との友好交流、国際交流員招致、国際交流協

会の運営補助などに要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、国際交流員１人の人件費のほ

か、中国常熟市との公式・友好交流団受入事業に係

る業務委託など、また、自治体国際化協会など関係

団体等への負担金、国際交流協会補助金が主なもの

でございます。 

 次に、７款１項２目、事項、川内港振興事業費

８,０１９万５,０００円は、国際定期コンテナ航路

の安定的継続と、川内港の振興及び利活用推進に係

る経費でございます。 

 経費の主な内容は、川内港利活用推進員１人の人

件費のほか、川内港利用促進・物流モデル構築推進

事業業務委託、財団法人日本関税協会賛助会員の会

費などの負担金、かごしま川内貿易振興協会への補

助金が主なものでございます。 

 ただいま部長のほうから説明がありましたとお

り、かごしま川内貿易振興協会につきましては、

２月２１日の臨時総会におきまして、名称を平成

３０年４月１日から、薩摩川内市貿易振興協会へ変

更することが決定されましたので、御報告いたしま

す。 

 次に、川内港利用促進・物流モデル構築推進事業

業務委託について、補足説明いたします。企画経済

委員会資料の６ページをお開きください。 

 １、川内港利用促進・物流モデル構築推進事業で

ございます。 

 目的でございます。平成２９年度に引き続き、

ターゲット貨物について、生産者、商社、物流事業

者等へのマーケティング調査を行い、川内港利用の

ための可能性や課題等を把握し、また、川内港の試

験的な利用を働きかける実証事業を行い、川内港の

新たな物流モデルを構築し、コンテナ取扱量の拡大

を図ります。 

 事業概要につきましては、ターゲット貨物のマー

ケティング調査、川内港利用実証業務、上屋倉庫等

のニーズの把握調査などを実施する予定でござい

ます。 

 次に、かごしま川内貿易振興協会への補助金のう

ち、拡充事業でありますが、川内港木材輸出促進事

業（常熟港向け）について、補足説明いたしますの
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で、引き続き企画経済委員会資料の６ページをごら

んください。 

 ２、川内港木材輸出促進事業（常熟港向け）でご

ざいます。 

 目的でございますが、平成２８年８月に常熟市と

締結した港湾貿易促進に関する協力協定書に基づ

き、川内港から常熟港向けへの木材輸出の取り組み

を促進するため、輸出に係る経費の一部を支援し、

常熟港向けの木材輸出の安定的な継続を図るもの

でございます。 

 事業概要につきましては、補助対象者を常熟港向

け木材輸出事業者としております。補助内容は、在

来船による運賃補助１回当たり４５万円を上限と

し、また、燻蒸補助費１回当たり１５万円を補助す

るものでございます。 

 次に、予算調書１８９ページをお開きください。 

 事項、コミュニティバス等利用促進事業費２億

２,２０５万９,０００円は、コミュニティバス等の

運行及び利用促進に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、川内地域、各支所地域で運行

しているコミュニティバスなど市内１３路線の運

行委託料でございます。 

 また、地域公共交通活性化協議会負担金

１,４５２万８,０００円は、平成２７年度に策定し

た薩摩川内市地域公共交通網形成計画に基づき、持

続可能で利便性が高く効率的な運行を検討するた

め、甑島地域のネットワークの再編調査事業

１,１８７万円を含んでいるものでございます。 

 次に、事項、甑島航路利用促進事業費２,４７８万

６,０００円は、串木野・川内甑島航路の維持及び

利用促進に要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、有人国境離島法に係る航路運

賃低廉化事業（離島住民運賃割引負担金）について、

平成３０年４月から障害者の方などの航路運賃の

割引額を拡大する内容となっています。ただし、本

事業の開始につきましては、国、県における平成

３０年度の当初予算案の成立が前提となっており

ます。 

 そのほか、フェリーの代船事業補助金、甑島航路

高速船維持補助金などが主なものでございます。 

 次に、１９０ページをお開きください。 

 ７款１項２目、事項、鉄道利用促進事業費

１,０９６万５,０００円は、在来線鉄道及び肥薩お

れんじ鉄道の利用促進に関する事業に係る経費で

ございます。 

 経費の主な内容は、鹿児島県鉄道整備促進協議会

負担金と、肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業補

助金が主なものでございます。 

 以上が、歳出についての説明となります。 

 次に、歳入について、御説明いたします。予算調

書の５１ページをお開きください。 

 １６款２項県補助金５目商工費補助金９００万

円は、甑島で運行するコミュニティバス運行に対す

る鹿児島県の地方公共交通特別対策事業補助金で

ございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）川内港の利用促進で、常熟

に向けた木材の協定をしましたね。それは船会社と

いうか、貿易業者というのは、どこなんですか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）住友林業フォレス

トとなっております。 

○委員（石野田 浩）自社分で。 

○交通貿易課長（佐多孝一）薩摩川内市内の木

材です。それと近隣の木材を。船はチャーターとな

っております。 

○委員（石野田 浩）それともう一つ、１９０ペー

ジに肥薩おれんじ鉄道の経営安定化支援事業補助

金というのがありましたよね。これはどういうこと

を、具体的に何カ所か教えてください。 

○交通貿易課長（佐多孝一）こちらは、目的が

肥薩おれんじ鉄道の安定した運行を確保するため

に、鉄道基盤整備の維持に要する経費に対し、沿線

自治体で補助するものでございます。 

 支援対象としまして、鉄道基盤整備維持に係る経

費を、車両と駅舎などの旅客輸送部門を上部門とし、

線路、電線などの鉄道基盤を下部門に分けて、分類

してそれぞれ支援しているものでございますが、期

間は平成２６年度から平成３５年度の１０年間と

なっているところです。 

 あと、負担割合としましては、鹿児島県側と熊本

県側でそれぞれ負担しているというような状況で

ございます。 

○委員（石野田 浩）平成２６年度から平成

３５年度の、１０年間ということなんですけれども、

これは設立当時からあった、そういう補助金の一つ

なのか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）こちらは平成２５年

度からになっております。想定期間が平成２５年度
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から平成３４年度の１０年間です。 

○委員（石野田 浩）途中で、そういう貯蓄して

あったというか、手持ち資金が枯渇してしまって、

大変だった時期がありますね。そのころから、新た

につくった事業の補助金なのかな。時期的なことを

教えて。 

○課長代理（西元哲郎）当初は、出資金とか補

助金等を投入いたしまして、運営をしておったんで

すが、途中から非常に厳しい経営状態になったとき

に、これでは厳しいということで、先ほど言いまし

た平成２５年以前の２年ぐらい前ぐらいから、この

ままでは１０年間で３３億円の赤字が出ると。 

 それを支援をするのに、どうしたほうがいいかと

いう論議が、平成２３年、平成２４年ありまして、

そのうち鹿児島県が、下の部門の約１０億円につい

ては、市町村の振興基金、宝くじで、各県内の市町

村から集めたのを１０億円出しますと。残りの７億

円のうちに赤字部門については、おれんじ鉄道が自

社で努力をすると。残りの鉄道基盤の上物の３億

７,０００万円について、鹿児島県と沿線３市、阿

久根市、出水市、薩摩川内市で協議をしながら、株

主総会等を含めて、平成２３、４年に協議をしたも

のでございます。 

○委員（石野田 浩）最初、おれんじ鉄道を設立

した当時に、いろいろな問題点があって、沿線市町

村がそれを援助するというのはおかしいんじゃな

いかという議論もあったわけです。国がすべきじゃ

ないかというようなことがあったり。あるいは沿線

市町村で、川内から鹿児島間は、抜けてしまった、

たしか途中で、鹿児島市なんかが、本当は、貨物輸

送のほうは、鹿児島の利活用じゃないかということ

で、ぜひ出してもらいたいということ、幾らか出し

たところもあるのかもしれんけれども、この沿線の

自治体とはまた違う枠になったんじゃないかと思

うんだけど、その辺はどう。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今の御質問なんで

すけれども、いわゆる先ほど説明した下の部分です。

これが貨物輸送に係る、県内全域が受益居住のため、

県下市町村の支援を対象とした経緯があります。 

 その中で、鹿児島県の市町村振興基金のお金を、

１０億円を全額負担したという経緯があります。 

○委員（石野田 浩）この間、文化ホールで、そ

ういう会もありましたけど、市長が最初いきなり、

問題になりそうな発言もあったりしてだったんだ

けれども、実際こうやって沿線の市町村は非常に危

惧していると思うんです。最初から問題があったと

ころで、何でその国とか県が率先してやってくれな

いのかということで、最初の数字の２５％というの

にも、相当疑問のあるような２５％があって、やむ

なく旧川内市の中でも、設立総会のときに、議会で

も相当もめたんです。議会は、もう否決しようとい

うような話があったりしたんだけれども、市長と議

長に任せようやということで、出席してもらって、

そういう経過になったんだけれども。そういう懸念

があるということは、非常にこれから先、また負担

も出てくるんじゃないかと思うんだけれども、その

辺を、もう少し国県に要請するような、そういう形

はとれないのかなと思うんですけど、どうなんです

か。 

○商工観光部長（古川英利）御指摘いただいた

分は、ごもっともだと思っておりまして、岩切市長

が別の会でおっしゃったのも、そこの部分を含めて

でございます。 

 今、持っている施設の老朽化、これも著しくなっ

ているということで、これは沿線自治体だけの問題

ではないということで、県だけではなくて、国のほ

うにもそういう要望をしております。 

 利活用の支援も当然なんですけども、そういう施

設面の今後の見通し、こういったものも大きな課題

だと認識しておりますので、引き続き国や県にそこ

ら辺の実情と、それから、今、ＪＲ貨物のあり方が

見直されてきています。長距離トラックの人手不足、

そういったことで、レールをどうしていくかという

ことの議論も含めて、国や県とやりとりしてまいり

たいと思っております。 

○委員（石野田 浩）実は、ＪＲとかおれんじ鉄

道もそうなんだけれども、それにかかわるいろいろ

な土木工事、非常に問題点が多いです。即できない

とか、あるいは費用が何割増しかになるとか、ある

いは管理が鉄道のほうでないとできないよという

ことで、橋梁の改築の問題だとか河川のしゅんせつ

のときなんかに、非常にここの維持課の人なんかも

土木課の人なんかも、相当難儀していらっしゃると

思うんだけれども。その辺をこれから先は、もう今

までのＪＲと違うわけだから、その辺をもっとこれ

から先もテーブルに着いて、一緒に語り合いながら、

確かに特殊な作業なのかもしれんけれども、それで

なくても、土木業者ができないはずはないわけだし、

その辺何か絡みがあるような気がするので、今後と

もいい方向にいくように、議論はいろいろしてほし



－22－ 

いと思います。 

○委員（川畑善照）コミュニティバスの利用促進

ついてですけれども、このくるくるバスの運行委託

業務が２億５００万何がしですが、地区コミデマン

ド交通が１００万円ですよね。この利用率というか、

くるくるバスの利用率でできることなら、このデマ

ンドを広げていっていただきたいという声もある

んですよ。どうしても高齢者が免許返納をして、不

自由して、親子関係でもめたりしているという話も

聞いていますが、結局子供に頼るわけです。 

 そういうことであって、どちらかというと、くる

くるバスは、各駅停車というか、そういう状況です

し、時間がかかるから、デマンド交通体制を広げた

ほうがいいんじゃないかと思うんですが、その点は

どのようにお考えでしょうか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）御指摘のとおり、

利用者数が年々減っている状態です。くるくるバス

にかかわらず、コミュニティバスそのものが減って

きています。 

 そういう対策のため、私たちとしましては、利用

促進を進めるために、地域に入ったり、小学校に行

ったり等はして、説明会、勉強会はしているところ

なんですけれども、今、言われたとおり、東郷、入

来、祁答院がデマンド交通をしています。なかなか

エリア運行というのが制限があります。その地域エ

リアだけと。 

 というのが、例えば東郷から川内駅まで行けるの

かと、これはできません。エリア運行というふうに、

これは限られていますので、それはなぜかといえば、

もうタクシーになってしまうと。これが１５０円で

東郷から川内駅まで行けるとなれば、民業圧迫とい

うことになりまして、そういったエリア内運行とい

うことになっております。 

 そうした中で、川内地域を果たしてそのデマンド

交通にしたときは、なかなかエリアが広くなり過ぎ

て、難しい部分もあるんですが、平佐東地区コミが、

地区コミデマンドというのをしていますので、そう

いった形態が地域ごとの地区コミごとのエリアで

できないかというのは、今後検討する必要があると

いうふうに考えているところです。 

○商工観光部長（古川英利）今、課長が申した

とおりですが、大きなポイントが幾つかあるんです

けれども、まず利用者数がふえない、現実的にふえ

ていないという、お声はたくさん聞いているんです

けど、利用者がデマンドを入れたところでもふえて

いるところとふえていないところの差があります。

ここは運営の課題だと思っているんですが、実はコ

ミュニティバスと比較すると、デマンドは一人当た

りの経費というのが数倍ありまして、そこら辺の財

政的な負担も考えながらやっていかないといけな

いということもあります。 

 三つ目に、事業者の路線バスとの競合、そこもバ

ランスがありまして、デマンドが便利なんで、路線

バスは廃止してくださいとかいう形にはやりづら

い、できない現状もあります。 

 要は、今のバスを我慢しながら使って、利用者が

ふえながら、デマンドへの移行とか、そういったこ

とを財政的な負担も含めて、今、約２億円出してい

ますけれども、収入は４,０００万円程度ですので、

経費が逆に２億円かかっている状態ですので、そこ

ら辺も見ながら、小さな拠点の議論の中で、コミュ

ニティ単位でとか運用できないかというようなこ

とも含めて、検討していきたいと思っています。 

○委員（川畑善照）検討をよろしくお願いします。 

○委員長（下園政喜）質問は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（井上勝博）今の地区コミデマンドについ

てなんですが、地区コミはどのぐらい負担するのか

ということと、それからエリア内というお話でした

が、例えば平佐東の方が、買い物に行くといっても、

川内か市街地かもしくは近くでいえば樋脇あたり

ですけれども、どこまでのエリアになっていくのか

というのを教えて。 

 それから二つ目に調書の１８９ページで、甑島航

路高速船維持補助金が１００万円出ているんです

が、先ほど議案第２６号の財産の無償貸付について

は、運行に係る経費とか、そういうもの、修繕とか

そういったものは、これは船を借りている人の負担

になるんだというふうに書いてあるのと、整合性は

どういうふうにとっているのかということが二つ

目です。 

 三つ目に、委員会資料の６ページの川内港の物流

の関係です。運賃補助が４５万円、燻蒸補助１５万

円とあるんですが、運賃というのは、一体どのぐら

いかかるものなのか。そのうちの何％なのか、燻蒸

というのは何なのか。この辺のことも教えて。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今、３点ありまし

たので、まず１点、私のほうからですけれども、高

速船の維持補助金のほうから、こちら１００万円な

んですけども、こちらの維持補助金につきましては、
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高速船の安定的かつ継続的な運航を行うために関

する経費で、いわゆる赤字航路ということもありま

して、国庫補助が出ています。その国庫補助の経費

の対象外となった経費について、高速船甑島に限っ

てですが市のほうで見ることとなっています。 

 それと、私のほうから、先ほどの木材輸出の関係

です。こちらの運賃補助と燻蒸ということでした。

まず燻蒸は、中国向けに行くときには、燻蒸をする。

いわゆる消毒です。害虫を駆除する消毒です。これ

をしないと中国のほうには持っていけませんので、

これをこちらでしないといけません。 

 それで、大体２５０立米ぐらいなんですけれども、

これが３５万円ぐらいかかります。これに対する

１５万円の補助です。 

 それと運賃補助につきましては、大体川内港から

中国に向かうのに、約３４０万円ぐらいかかると聞

いております。それに対する補助となっております。 

 それともう１点につきましては、課長代理のほう

から説明させていただきたいと思います。 

○課長代理（西元哲郎）今、平佐東地区コミデ

マンドの概要について、お尋ねがありました。平佐

東地区コミデマンドは、平成２３年６月２０日から、

地区コミュニティ協議会が主体となって、市比野タ

クシーさんに運行委託をして、市がその一部を補助

するやり方をやっております。 

 基本的には、事務費ということで月額３万円、運

行経費の、例えば市比野タクシーさんに運行委託を

するんですが、その２分の１を市が合わせて負担を

する形で補助を行っているところです。 

 あと、先ほどありましたどこまで運行しているか

ということなんですが、生活圏が平佐東の方は、東

郷支所付近と樋脇支所付近ということで、支所付近

のバス停があるところ、基本的には、このデマンド

の補助については、バス停とのアクセスを考えてお

りますので、東郷支所付近のバス停があるところと、

樋脇支所のバス停がある付近についてまでエリア

運行をさせていただいております。 

○議員（井上勝博）わかりました。そうすると、

この平佐東地区のデマンドは、地区コミは２分の

１ということで、コミュニティで１００万円負担し

ているということなんですか。 

○課長代理（西元哲郎）運行経費の２分の１で

すので、ただし事務経費も活用しながら運行してい

ただいているところでございます。基本的に、事務

経費については、通信運搬費とか電話代、あと印刷

製本費等を含めての事務経費ですが、そういうのを

案分しながら使っていただいているところでござ

います。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、所管事

務調査について、委員会資料に基づき御説明させて

いただきます。企画経済委員会資料の６ページをお

開きください。 

 中ほどにあります外貿コンテナの取扱量につい

てでございます。 

 期間につきましては、暦年集計となっております

が 、 平 成 ２９ 年 １２ 月末 の 取 扱 量は １ 万

９,９４１ＴＥＵ、対前年比１４３％となっており

ます。過去最高となった平成２６年の２万４２ＴＥ

Ｕに次ぐ取扱量となりました。 

 また、鹿児島税関支署の平成２９年の貿易額の速

報値では、川内港では輸入額が約１８０億円、対前

年比１１７％、輸出額が約６９億円で、対前年比

１７６％となっているところでございます。 

 主要貨物としましては、輸入が飼肥料、稲わら、

ソーラーパネルなど、輸出が紙、パルプ、古紙、丸

太などとなっております。 

 また、前年比の増加の主な理由としましては、主

要取扱貨物であります製紙原材料のパルプの輸出

が増加したためでございます。 

 以上で、交通貿易課の所管事務調査について説明

を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（落口久光）市のバスですけど、くるくる

バスとかも含めて、電子カード使えないですよね。

結構、出張に行ったりとかすると、あるとすごく便

利で、市はそれを導入しないのかなというのを、も

しくは計画があれば教えてください。 

○交通貿易課長（佐多孝一）市内のＩＣカード

については、利用できます。ただ、全てについては

まだですけども、利用できるようになっております。 
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○委員（落口久光）全てになる計画はあるんです

か。 

○交通貿易課長（佐多孝一）これは市だけの考

えではなくて、当然運行事業者の施設装備費やらも

含めてですけれども、確かに利便性を考えれば、

カードでの支払い、小銭を持たなくて済むという点

を考えれば、進めていきたいと考えていますが、こ

れについては、運行事業者、薩摩川内市だけではな

いので、鹿児島県内を走らせていますので、そこと

の今後の調整といいますか、協議も出てくると思い

ますので、また運行事業者と話を進めていきたいと

思います。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（井上勝博）薩摩川内市所有の高速船なん

ですけど、聞いた話だと、エンジントラブルがきの

う、おとといあったと。それで、要は飛行機で言う

片肺飛行みたいな形でやったというふうに聞いて

いまして、非常に海がまだ荒れてなかったときだっ

たから、問題なかったということなんですけども、

そういった問題については、場合によっては命にか

かわる問題でもあったわけですので、ちゃんと市が

報告を受けて、そして原因もちゃんと市に報告を受

けることになっているのかと、そういったことはき

ちんとされているのかどうか。国土交通省運輸支局

などにもそういったのは報告されることになって

いるのか、お尋ねしたいと思います。 

○商工観光部長（古川英利）今回のトラブルに

つきましては、報告をそのタイミングで受けており

ます。私も夜間でしたけど、連絡を受けております。 

 高速船だけじゃなくて、フェリーについても、そ

ういうトラブルについては、運行に関するものは、

行政のほうには逐次連絡できる体制になっており

ます。 

 運輸支局に対しましては、それぞれ基準があると

思うんですけれども、しかるべき報告はされている

という認識でおります。 

○議員（井上勝博）昨今、鉄鋼関係の改ざんとか

いうことで、いろいろトラブルが、物づくりの世界

でのトラブルというか、そういうものが問題になっ

ているわけで、今回高速船もそんなに老朽化してい

るわけではないのに、エンジントラブル、ドッグか

ら出てすぐでしたから、だからそういう点では、ち

ゃんとどういう報告を受けているのか、その辺のこ

ともお聞かせ願いたいと思います。 

○商工観光部長（古川英利）きょうの時点で、

私ども聞いているのは、動力系ではなくて、制御系

のトラブルではないかということで、報告は受けま

したが、中身についてはまだ精査確認中でございま

す。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、交通貿易課を終わります。 

────────────── 

△次世代エネルギー課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、次世代エネルギー課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第３９号一般会計予算を議題

とします。 

 まず、次世代エネルギー対策監に、概要説明を求

めます。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）それで

は、次世代エネルギー課の概要につきまして、御説

明いたします。 

 予算概要の９４ページをお開きください。次世代

エネルギー課の予算につきましては、計画を積極的

に進めるステージに入っていることから、二つの柱、

事業で成り立っております。まちづくり及び技術の

ＰＲ活動を積極的にしまして、薩摩川内市のブラン

ド化を図り、ゴールである観光交流人口の増大であ

ったり、住みたいまちの魅力発信、新規産業の誘致、

そして雇用の創出につながるような予算にしてい

きたいというふうに考えております。 

 一つ目の柱であります次世代エネルギー推進事

業でございますが、予算につきましては、１億

３,７００万円ほど計上しております。 

 次世代エネルギーを活用したまちづくりにつき

まして、ビジョンや行動計画に基づき、市民生活へ

の普及や導入の推進を進めるものでございまして、

後で詳しく説明しますが、次世代エネルギー理解促

進事業であったり、導入の実証事業であったり、そ

れから地球にやさしい環境事業といったような継

続した事業を計画しているところでございます。 

 続きまして、９５ページでございます。二つ目の

柱、次世代エネルギー産業創出事業につきましては、

市内の地域資源を生かしつつ、エネルギー関連企業

の誘致や、関連産業の育成による雇用やまちの活力
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を創出するということで、次世代エネルギー等を活

用することによる製品や、各種サービスの高付加価

値化を推進し、産業の創出を得ようというものでご

ざいます。 

 二つ柱がございまして、その中にありまして、次

世代エネルギー事業推進補助事業と、もう一つは新

規事業も含めました竹バイオマス産業都市構想推

進事業でございます。 

 詳細につきましては、後で御説明しますが、この

創出事業の大きな予算としましては、薩摩國竹セル

ロースナノファイバークラスター形成事業、未利用

バイオマス燃料化事業可能性調査事業、それから竹

材供給推進補助など、新規事業がございますので、

詳細については御説明します。 

 なお、事業費につきましては、８,５００万円ほ

ど計上しているところでございます。 

 これで予算の概要について説明は終わりますが、

詳しくは課長より説明させていただきます。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）それでは、

議案第３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予

算の次世代エネルギー課分について、補足説明をい

たします。 

 まず、歳出予算については、予算調書の

１９１ページになります。 

 ２款１項６目、事項で次世代エネルギー推進費

２億２,２６６万７,０００円は、次世代エネルギー

の推進に係る経費であり、経費の主な内容は、右欄

にありますように、上から行政事務嘱託員１名は、

次世代エネルギーのＰＲ業務に係る雇用で、天辰地

区スマートモデル街区整備計画審査員の報酬であ

ります。 

 委託料につきましては、竹バイオマス産業都市協

議会運営業務委託等であり、竹バイオマス産業都市

協議会の運営委託については、全体会や５分科会の

開催のほか、竹の資源（原材料・観光）として、ま

た放置竹林等の環境への影響等のＰＲを市内外に

発信する委託であります。 

 そのほかの委託料の主なものは、次世代エネル

ギー政策理解促進及びビジネス化に係る可能性調

査で約３,１００万円、竹バイオマス産業都市協議

会約２,５００万円、薩摩國竹セルロースナノファ

イバー（ＣＮＦ）クラスター形成業務約２,０００万

円、未利用バイオマス燃料化事業可能性調査業務約

３,０００万円などであります。 

 工事請負費については、甑島蓄電池実証設備周辺

整備工事などであります。 

 また、負担金としては、鹿児島県小水力利用推進

協議会負担金であり、補助金につては、地球にやさ

しい環境整備事業補助金と次世代エネルギー事業

推進補助金及び竹材供給推進補助金を、積立金につ

いては、次世代エネルギー推進基金積立金を計上し

ております。 

 次に、歳入予算について御説明いたします。予算

調書の５２ページをお開きください。 

 １５款２項１目国庫補助金の総務費補助金

３,１１０万４,０００円は、エネルギー構造高度

化・転換理解促進事業費補助金であり、２行目の

１ ６ 款 ２ 項１ 目 県補 助金 の 総 務 費補 助 金

１,５００万円は、食料産業・６次産業化交付金で

あり、３行目１７款１項２目財産運用収入の利子及

び配当金１万円は、次世代エネルギー推進基金の利

子収入であります。 

 ４ 行 目 の１ ９ 款１ 項６ ５ 目 基 金繰 入 金

５,０００万円は、次世代エネルギー推進基金繰入

金であり、５行目からの２１款５項４目雑入

２０９万円は、甑島蓄電地実証事業の太陽光発電売

電収入と小鷹水力発電余剰売電収入であります。 

 なお、平成３０年度の新規事業について、詳細説

明をさせていただきたいと存じますので、資料は、

企画経済委員会資料、商工観光部７ページからにな

ります。 

 平成３０年度当初予算関係資料、次世代エネル

ギー課分として、１番、次世代エネルギー政策理解

促進及びビジネス化に係る可能性調査業務の概要

であります。 

 １番、目的としまして、ア、次世代エネルギーの

政策の関連情報や観光情報などの発信に向けて、既

存の資料収集整理を行いまして、啓発用設備などを

先行導入し、利用者に実際に見ていただき、その効

果検証を行うことで、効果的な情報発信手法を開発

したいと考えております。 

 イとしまして、アの効果的な発信手法を開発、検

討した結果として、ビジネス化の可能性まで検証し

たいということで考えております。 

 本格的な展開に向けまして、事業化計画を策定す

る。具体的には官民連携で運営体制を構築できれば

ということで、それを可能性調査を行うものであり

ます。 
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 実施の内容としましては、以下の６項目に整理し

てあります。ア、次世代エネルギーの関連施設や設

備の現状の把握、イ、市民のニーズ把握、ウ、理解

促進に向けた課題の整理、エ、理解促進事業の全体

構想の検討、オ、情報発信手段の事業化の検討、カ、

中長期の展開方策の検討ということで考えていま

す。 

 参考に、写真がありまして、次のページに、事業

全体のイメージを掲載したところであります。 

 次に、２、未利用バイオマス燃料化事業可能性調

査業務の概要であります。 

 目的としましては、１、竹、稲わら等の未利用の

バイオマスの賦存量を調査するとともに、熱電供給

施設及びその使用量を調査することにより、地域バ

イオマスの収集・処理、熱供給施設の整備に係るス

キームの採算性を調査するものでありまして、実施

の内容としましては、そこにありますように、放置

竹林、剪定枝等の利用可能量の調査。高度な燃料製

造法・熱利用法等の調査と、出口としての石炭火力

発電所等への混焼材提供の可能性の調査を行うも

のであります。 

 ３番目に、竹材供給推進事業の概要といたしまし

て、目的としましては、１番に、地域の資源であり、

同時に地域の課題である竹の利活用を、上流から下

流までを総合的に進めまして、付加価値の高い産業

の育成と、雇用の創出を実現するために、原料供給

を行う竹林の整備、伐採を行う個人事業者や中小企

業等の参入を促すための事業環境を整備するもの

でありまして、セルロースナノファイバー等の工業

製品やバイオマスエネルギー等に対する需要に対

応するための供給体制を構築することを目的に、原

材料である竹の必要量の確保を目的としておりま

す。 

 ９ページに移っていただきまして、事業の内容と

しましては、パルプ用竹材等の買取単価上乗せによ

るパルプ用竹材等出荷者支援をするものでありま

して、パルプ用の竹材等買い取りにおける上乗せ費

相当分を助成するという形になります。 

 採択の要件としまして、３番目にありますように、

薩摩川内市内の居住者等から出荷されたパルプ用

竹材等買取取引であること。 

 イとしまして、対象取引の明細一覧票並びに対象

取引を証明する個別精算伝票及び単価上乗せが確

認できる書類が必要ということにしております。 

 事業の主体としまして、（４）にありますように、

パルプ用竹材等を買い取り、竹チップの製造販売を

行う事業者または事業内容に照らし合わせて同等

と市長が認める者ということに、対象にしておりま

す。 

 補助率につきましては、そこにありますように、

対象取引重量１キログラム当たり３.３円を乗じた

額以内ということで、参考としまして、竹供給推進

事業の仕組みとしまして、そこに、図にありますよ

うに、市内の竹の伐採者がチップ工場等にパルプ用

竹材等を搬入します。その段階で、市の補助金分

３.３円を上乗せした形で、チップ工場等で買い取

りをしていただくと。 

 その後に市のほうからは、チップ工場等に対して、

３.３円の補助をするという形で、チップ工場から

出た竹材は紙製造とか木材加工業に渡っていくと

いうような流れをつくりたいということでしてお

ります。 

 以上で、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市一

般会計予算についての説明を終わらせていただき

ます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（落口久光）委託料が先ほど少し中身の説

明があったんですけど、全年度に比べて約倍ぐらい

になっているんですけど、これが事業ごとの金額が

上がる、いわゆる事業を手広くやろうとしているの

か。新しい事業が、このうちのどれがそうだったの

かというのがあれば教えていただけますか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）先ほど説

明をしました次世代エネルギー政策理解促進及び

ビジネス化に係る可能性調査、約３,０００万円ち

ょっとあります。それと、未利用バイオマス燃料化

事業可能性調査業務、これが約３,０００万円ぐら

いありますので、これだけで６,０００万円と、新

規でふやした分があるということで理解していた

だければと思います。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）拡大し

たかということでございましたので、お答えします

けれども、今まではやっていました竹バイオマスに

つきましては、セルロースナノファイバーに特化し

た形で、スピンアウトしてさらに詳しく産業化して

いこうというものと、さらにバイオマスのエネル

ギー化として、竹をエネルギー化できないだろうか

という可能性調査と、さらにエネルギーを使ったビ
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ジネスをする事業者を育てていこうということが

可能かどうかという、この三つの新規事業がござい

まして、それが約８,０００万円ぐらいでふえてい

るということでございます。 

○委員（落口久光）次に、使用料及び賃借料が数

字上でいくと、前年度よりはかなり減額になってい

るんですけど、その減額理由をわかれば教えてくだ

さい。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）精査しな

いと数字がないですが、次世代エネルギー課から施

設室に移っていったものがあるんじゃないのかな

と考えております。 

○委員（落口久光）後で資料をもらえますか。 

○委員長（下園政喜）後で資料をください。ほか

にありませんか。 

○委員（石野田 浩）どこかで説明はあったんだ

と思うんだけれども、地球にやさしい環境整備事業

補助金というのがありましたね。これは具体的にど

ういうことか、教えてください。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）地球温暖

化対策のために、ＣＯ２排出量の削減を主な目的と

したもので、次世代エネルギー設備を家庭とか、通

勤通学とかそういうときに使われた場合に、補助す

るとしまして、具体的にいいますと、現在の額にな

りますけど、住宅用太陽光発電設備１キロワット当

たり４万円、上限１６万円であるとか。電気自動車

の購入の場合には、国の補助金の２分の１、国も補

助金を出しますので、その２分の１を、上限５０万

円で補助をしたりとか。電動アシスト自転車に購入

の３分の１、上限の３万円。あと電気自動車等の充

電設備につきましても、国の補助の２分の１で、上

限５０万円。蓄電池につきましては、１設備当たり

の１０万円と１キロワット当たり５万円で、上限

５０万円ということで、あとヘムスをつけられた場

合には、ヘムスに対しても、１設備に対して３万円、

同時に２設備つけられた場合は５万円、３設備の場

合は１０万円というような補助を実施しておりま

す。 

○委員（石野田 浩）今、述べられたそういう内

容は、どこかに載ってますか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）市のホー

ムページのほうから入りますと、次世代エネルギー

ウエブサイトというものが見えるところがありま

して、そこで地球にやさしい環境補助の補助金とい

うことで掲載をしてあったりしております。 

○委員（石野田 浩）できれば、スペースは、こ

のページだけ見てもあるわけですから、内容的なも

のを概略だけでも載せてもらわないと、ひっくるめ

て幾らですよと言われて、ああそうですかというふ

うに、なかなか納得できないところがあるんですよ。 

 ほかの所管でも言っているんだけれども、できる

だけ、ほか幾らというのがあったりすると、ほかと

いうのをどういうふうに理解していいのかという

のが、今、言ったようにわからないところがあるの

で、それをそのときに１回１回説明してもらえば、

記録もするんだけれども、そうじゃなくて、そこま

では恐らく説明できないと思うので、スペースを少

し設けて、５９万円とか、５９０万円とかという金

額ならともかくとして、５,９００万円ですから、

かなりの金額なんです。 

 内訳はこれからも明示をちゃんとしてもらって

ほしいなと思いますが、そういう方法を考えられま

すか。考えられませんか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）表示の方

法等については、検討させていただきたいと思いま

す。 

○委員（石野田 浩）それと、さっき竹のバイオ

マスのところで、上乗せ費用相当分を助成するとい

うのがありますけれども、これは買取価格が安いと

いうことなのかな。それを生産者に補充をするとい

う意味ですか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）安いとい

うか、現在の市場価格、現在チップ業者が買い取る

価格の、その額に上乗せすることによって、竹材が

たくさん集まる。たくさん山側で頑張ってもらって、

竹材をたくさん集めるという形での補助を今回つ

くったということになりまして、チップ工場で買い

取られたときにも、市が出せる上乗せ分をチップ工

場が竹を持ち込んだ方にお渡しする。後で、竹を切

って持っていかれた方は、そこで実際に上乗せした

分までもらえるわけです。 

 あとで事業者には精算をするということで、上乗

せした形で竹材がたくさん集まるように。竹をたく

さん集めたいという意図もあります。 

○委員（石野田 浩）将来性も一つですね。単価

そのものが高いとか安いとかいう形だけではない

わけね。わかりました。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（井上勝博）竹バイオマスとか甑島蓄電池
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とか、竹バイオマスは結構な金額になっているので、

先ほども説明がありましたが、この産業都市協議会

というのは、どういう構成になっているのかという

こと。 

 それから、その中で、例えば竹が燃料になり得る

かどうかの研究などもされるというふうな話があ

りましたが、これはビジネスに直結するわけですね。 

 これは、例えば特許というものもとるということ

になるのかなと思うんですけど、特許権というのは

一体どうなるのか。誰が持つということになるのか。 

 それから、その下の蓄電池実証も同じことが言え

て、中古の蓄電池を集めてきて、それでそれを実証

試験をしているわけでしょうが、そういうのも特許

になるんじゃないか、結びつくんじゃないかと思う

んですが、そういうものの特許権というのは誰が持

つことになるのか、その辺を教えていただけますか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）それでは、

まず１点目の竹バイオマス産業都市協議会の関係

でございます。 

 本市では、既に中越パルプさんのほうで竹紙をつ

くる関係で、年間に竹の収集の仕組みがありまして、

年間２万トン、約２,０００人ぐらいの方が従事さ

れて、この竹を収集する仕組みがあります。 

 その仕組み、薩摩川内市独特の仕組みというか、

これを強みとして生かしたいというのもありまし

て、現在竹害とか、竹が課題でもあるんですが、薩

摩川内市にとっては、地域の資源だということで取

り扱いをしていこうということで、竹バイオマス産

業都市協議会を立ち上げまして、五つの分科会をつ

くって、それぞれのところで分科会をやっておりま

す。 

 質問の、特許とかそういう技術的な進んでいく部

分につきましては、現在皆さんもおわかりのように、

ＣＮＦ、セルロースナノファイバーとか、そういう

新たな素材も出てきておりまして、そういう技術に

つながる部分につきましては、企業、いわゆる中越

パルプで製造しているＣＮＦと、あとそれを利用さ

れる企業の方との契約を結ばれて、特許のほうは、

その企業の方たちが取っていかれるということに

なります。 

 それと、甑島蓄電池実証事業の関係の話でも、特

許のほうが出てきました。まず利用しているのは、

御存じのように、日産自動車電気自動車のリーフの

電池部分を解体することなく、そのまま持ってきて、

甑島のコンテナに入れて利用しておりますので、そ

の中身については、日産と住友商事というところが

共同でつくっているフォーアールエナジーという

共同会社があるんですが、そこが一手に引き受けて

運用をしてるという形になりまして、そこの技術と

いうのも、フォーアールエナジーのほうが管理して

いるという、現在の形になっています。 

○議員（井上勝博）市からも、市民の税金をこう

いうふうに委託して、それが研究費として使われる

わけですから、それが特許が１企業のものになって

いくというんじゃなくて、例えば市も特許を持つと

かいうふうに、１企業に特許権が行ってしまうとい

うのはどうももったいないというか、腑に落ちない

というか、そんなふうに思うんです。 

 先ほど構成という点では、中パのみ名前が出たん

ですが、構成は中パ以外にどういう企業、団体があ

りますか。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）若干補

足も含めてお答えします。 

 構成員につきましては、産、学、官、金、それに

大学も含め、構成員が入っております。 

 その中でも、中越パルプさんだけではなくて、地

元の企業の方、それから域外の企業の方、大学も九

州大学から鹿児島大学まで幅広く入っていらっし

ゃるし、金融業界につきましては、地元の金融業界

の方が入っていらっしゃいます。 

 おっしゃいましたその特許につきましては、地元

と大手企業の方、大学と我々はマッチングさせて、

我々の目的としましては、その方々が地元で起業し

ていただくとか、地元で雇用を生むようなものを目

的として、雇用創出していただくというのが最終目

標でございますので、市の税金も使いつつ、やはり

この企業誘致であったり、雇用創出といったことを

最終目標にして、地元に研究拠点を持っていこうと

いうふうな考え方で、竹バイオマスのほうはやって

おります。 

 さらに、蓄電池実証とか、らせん水車とか、そう

いった外から持ってこられた方の実証実験のパテ

ント化、要するに特許化につきましては、薩摩川内

市の名前を入れた形で特許を入れてつくってもら

えないだろうかというふうな形を、要望しておりま

して、その特許の一部が薩摩川内市に落ちるような、

還元されるような仕組みを一緒に構築できないか

というような形で、協定を結んで進めているところ

でございます。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 
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 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）先ほどの商工政策課で出てき

ましたけど、スマコミライトも次世代エネルギーに

入ると思うんですけれども、ただ行政の縦割の場合

に、横との連携がとれなくて、先ほど今塩屋委員の

ほうからも出ましたけれども、やはり防犯灯を設置

したそういうスマコミライトと兼ねて、それがやは

り防犯の意味も兼ねて、地区コミやそのはざまにあ

る間のところとか、あるいは川内川の堤防とか、そ

ういうところの外灯のないところにスマコミライ

トを設置して、そして販路拡大も含めてですけれど

も、やはり行政もそれをふやしていく。あるいは民

間の売り上げを上げていく、そういうやり方、結局

範囲が行政は縦に割って進めているんですが、いず

れにしても、横との連携をとって、多様化した次世

代エネルギーを開発していただきたいということ

と、そういう防犯的な堤防とかあるいは地区コミの

はざまとか、そういうところのことは今から考えて

いって、ぜひその協議会の売り上げを伸ばしていく

やり方を助成をしていくべきじゃないかと思うん

ですけれども、どのようにお考えでしょうか。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）御案内

のとおり、スマコミライトにつきましては、私ども

前身の新エネルギー対策課のほうで、産、学、官、

金、連携しまして、メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯と

して開発した製品でございまして、さらにおっしゃ

るとおり、高付加価値化する研究を、一緒にやって

いるところでございます。 

 さらに、高付加価値化もですけれども、汎用製品

として値段も下げていくためには、たくさんつけて

いかなければならないということもございまして、

一緒に、商工観光部に移ってまいりましたので、横

の連携も含めまして、販路拡大についても、進めて

いるところでございます。 

 河川敷にというような話もありましたけども、大

小路側のほうの河川敷にも１８基、だあっとついて

おりまして、いわゆる防犯灯としても活用されてい

くというふうに考えておりまして、今後、防犯とい

う意味では、カメラの設置等も含めた高付加価値に

ついても、事業者と一緒に研究していきたいという

ふうに考えております。 

○委員（川畑善照）今、言われましたので、期待

しておりますけれども、いずれにしても、防災ある

いは市民の安心安全を守る、そういう意味からも、

ぜひ拡張していただきたいと要望しておきます。 

○委員（落口久光）一部防災的な話にもなるので、

皆さんのところに言うべきかどうかというのもあ

るんですけど、リーフとかのバッテリー、蓄電池で

す。あれの払い下げのやつには、日産自動車といい

関係を築けていると思うんですけど、これもうちょ

っと拡大して、各自治会とか、できたら自治会なん

ですけど、最悪でも地区コミとかに、うまく箱はつ

くらないといけないでしょうけど、設置して、最悪

災害とかで避難をされたときの、停電時の非常用電

源に使って、そこでいろいろとやるとか、そういう

事業もあわせて手がけられないかなと思っている

んですけど、その辺の可能性についてはどうなんで

すか。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）リーフ

の蓄電池につきましては、日産自動車ともかなり良

好な関係と思っておりまして、実は甑島の蓄電池実

証の中に、私どものＰＲ不足で申しわけないですけ

ど、上甑支所の隣に老人福祉センターというところ

がございまして、そこにリーフの電池を活用した防

災パッケージという実証もやっておりまして、その

電池が本当に防災時に活用できないだろうかとい

うようなこともあわせて実証しております。 

 特許化の話しかしませんでしたけれども、そうい

ったものが、二次電池として安価で、自治会であっ

たり避難所に展開できないかといったことも一緒

に検証しておりますので、先を見据えた形で出口と

しては考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）各地でメガソーラーが問題に

なっていて、太陽光自身の普及は大いに進めなきゃ

いけないけれども、一方では環境破壊という問題が

出てきて、今度物すごいのが出水方面にもできると

いうふうに聞いていますけれども、今のうちに、こ

の規制基準というか、そういうものをちゃんと整備
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しておかないと、薩摩川内市にそういうメガソー

ラーの話が持ち上がったときには遅いということ

にもなると思うんですよ。 

 そこら辺、霧島市がどういうふうにしようとして

いるのかわからないけれど、霧島市が似たような条

例か何かをつくろうとしているみたいですが、そう

いったのを検討しなくちゃいけないんじゃないか

ということと、同時にメガソーラーじゃなくて、小

規模の市内の業者が電気をつくった場合は、それが

また市民が使って、お金が外に出ていかないという

意味では、再生可能エネルギーと、地域の中で使わ

れる電気として注目をされているわけですから、小

規模の市内の業者が使う、つくる、そういうあり方

ということを、もっと研究していく必要があるんじ

ゃないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○次世代エネルギー課長（山口 誠）今、井上

議員のほうからありました地域でつくったエネル

ギーを地域で使う、地産地消のエネルギー、その考

え方は、非常に言われるように地元にお金が落ちる

し、地元も潤うということで、非常に今後注目され

ている考え方になっております。 

 メガソーラーの関係なんですが、以前新聞報道で

ありました霧島で大きな事故があったりとか、土砂

災害とか、そういうのにつながったとかいうことで、

安全意識が大事なんじゃないかという話がありま

した。 

 市内においても、確認したところでは、そういう

今のところ、大きなトラブルというか、そういう事

故は発生はしておりませんが、事業者との連携とい

うか、そういうのを含めて、事業者の方が誠意をも

って、そういう対策をとっていただいている結果と

して、市内では余りそういうのはないんだなと思っ

ております。 

 先ほどありました法規制的な話がありました。ガ

イドラインという、県内のガイドラインの策定状況

を確認してみますと、県内におきます再生可能エネ

ルギー発電設備の設置に係るガイドラインという

ことで、平成２９年６月に県のエネルギー政策課に

確認したところ、霧島市が平成２８年６月１日につ

くっておりまして、平成２９年２月８日には改定ま

でされております。 

 あと、湧水町が平成２８年９月１日、南九州市で

平成２９年５月１日、運用開始されているというよ

うな状況になっております。 

 現在、自分的にはそこまでは意識してなかったん

ですが、今後検討する必要があるのかなということ

では思います。 

○議員（井上勝博）メガソーラーの計画は、立っ

てからでは遅いので、やはり一定のガイドラインと

いうのをあちこちつくっているわけですから、薩摩

川内市でも早急に検討していったらどうかと思い

ます。 

○次世代エネルギー対策監（久保信治）メガ

ソーラーにつきましては、各自治体の事例を紹介し

ながら勉強していきたいと思っております。 

 もう１問の小規模のエネルギーにつきましては、

家庭用の太陽光発電の買い取りが１０年で終わる

というのがそろそろ来ますので、そういった電源も

含めまして、有効な電源だというふうに考えており

まして、議員のおっしゃるとおり、小規模電源の活

用方法については、九電に売るだけではなくて、新

たな電源の確保として、何かビジネス化できないか

ということも、あわせて検討していきたいというふ

うに思っております。 

 それから、先ほど落口委員からの質問に回答を漏

れてしておりましたので、使用料及び賃借料は、減

ったものはＬＥＤ街路灯の賃借料と、それから総合

運動公園のリース料、これが施設課のほうに、約

３,０００万円と３,９００万円移ったということ

で、大幅に減っているものでございます。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、次世代エネルギー課を終わります。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、観光・シティセール

ス課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第３９号一般会計予算を議題

とします。 

 まず、観光・スポーツ対策監に、概要説明を求め

ます。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）それでは、

観光・シティセールス課の平成３０年度施策の概要

につきまして、御説明申し上げます。 

 観光・シティセールス課の施策の展開につきまし

ては、大きく五つの事業で事業展開することにして

ございます。 
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 当初予算概要の９５ページをお開きいただきた

いと思います。 

 まず、中段のシティセールスマネジメント事業に

つきましては、シティセールスの推進を図るため、

県観光連盟等の関係団体との連携や、地域おこし協

力隊員等を活用した地域振興等を図る事業でござ

います。 

 次に、下段のシティセールスプロモーション事業

につきましては、シティセールスの推進を図るため、

情報発信やプロモーションの展開を図る事業でご

ざいます。 

 次に、当初予算概要の９６ページをお開きくださ

い。上段の物産販売事業につきましては、本市物産

のＰＲとブランド力の向上を図るため、販路の開拓

や拡大を図る事業でございます。 

 次に、中段の旅行誘客事業につきましては、観光

客等の誘客を図るため、受け入れ組織のイベントを

実施する実行委員会等の支援を行う事業でござい

ます。 

 最後に、下段のふるさと納税ＰＲ促進事業は、ふ

るさと納税制度によりまして、寄附をいただきまし

た方々に、地域特産品を返礼品として送ることで、

商品ＰＲを初め経済効果につなげようとする事業

でございます。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）そ

れでは、議案の説明に入らせていただきます。議案

第３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予算に

ついて、予算調書の１９２ページをお開きください。 

 ２款１項６目、事項名、ふるさと納税ＰＲ促進事

業費は、２億５,３６２万円であります。これは、

ふるさと納税寄附者に対する返礼業務に係る経費

で、経費の主なものは、ふるさと納税返礼品の企画

開発や、返礼品調達及び発送業務を委託する予算を

計上しております。 

 次に、２款１項６目、事項名、地域おこし対策事

業費は、２,８２２万１,０００円であります。これ

は、地域おこし協力隊ぽっちゃん計画プロジェクト

に係る経費で、経費の主なものは、第３期ぽっちゃ

ん計画プロジェクト事業として、六つの地区の活性

化に取り組んでもらう地域おこし協力隊員１０名

の活動経費を計上しております。 

 経費の主な内容のシティセールス活動支援事業

業務委託、これにつきましては、ぽっちゃん計画プ

ロジェクトへのアドバイスや、開発商品のテスト販

売等を委託する予算を計上しております。 

 続きまして１９３ページをごらんください。７款

１項３目、事項名、シティセールス企画総務費は、

６１１万３,０００円であります。 

 主なものは、川内川水系かわまちづくりを中心と

した川内川ブランドを確立し、交流人口及び物産販

売等を拡大し、地域経済の発展、活性化を図るため、

川内川流域の自治体等で事業を行う、川内川水系か

わ ま ち づ くり 推 進協 議会 負 担 金 １８ ７ 万

２,０００円。 

 観光かごしま大キャンペーン推進協議会負担金

６３万７,０００円。鹿児島市、指宿市、霧島市、

南九州市及び出水市並びに大隅地域が一体となり、

「本物。の旅かごしま」を全国に向けてＰＲする本

物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業負担金

１００万円。 

 北薩地域の活性化を図るため、地域が一体となっ

た情報の発信や、地域資源の掘り起こしなどに取り

組 む 北 薩 摩振 興 推進 協議 会 負 担 金７ ７ 万

９,０００円、県内で国の重要伝統的建造物群保存

地区を有する南九州市、出水市、本市が相互に連

携・協調して、広域的な観光への展開を図るための

武家屋敷観光協議会負担金２０万円、県特産品協会

負担金１５万１,０００円などであります。 

 次に、観光振興基金積立金１,０００円は、基金

から生じた利子相当額を基金に積み立てるもので

あります。 

 次に、７款１項３目、事項名、シティセールスプ

ロモーション事業費は、７,９９９万７,０００円で

あります。これは、情報発信、ＰＲ広告に係る経費

で、経費の主なものは、旬なイベントや物産にまつ

わる観光情報を周知するものであまりす。 

 ここで恐れ入りますが、企画経済委員会資料の

１０ページをごらんください。平成３０年度の当課

の新規・拡充事業を掲載しております。 

 それでは、１の（１）の博多駅デジタルサイネー

ジ広告は、博多駅構内のデジタルサイネージを活用

し、本市のＰＲ及び認知度の向上、観光客誘客へと

つなげるものであります。 

 恐れ入りますが、予算調書の１９３ページにお戻

りいただきまして、シティセールスプロモーション

事業費の経費の主な内容は、情報発信媒体を活用し

て、観光ＰＲを図るためのシティセールス情報発信

事業業務委託等５４５万８,０００円、本市を市内
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外にＰＲしていただくための観光親善大使運営業

務委託等１９１万４,０００円、情報発信セミナー

開催のための地域メディアプロデューサー育成事

業業務委託等６８７万２,０００円、甑島への個人

観光客の増加に伴い、島内の二次交通対策の実証事

業を行う甑島観光バス運行事業業務委託等

１,６８０万円、Ｅコマースの構築を行う薩摩國ブ

ランドＥコマースプロジェクト事業業務委託、本市

を海外に広くＰＲするため、各種団体等が海外遠征

する際の経費の一部を助成するシティセールス海

外プロモーション支援補助金１０万円などを計上

しております。 

 続きまして、１９４ページの上段をごらんくださ

い。７款１項３目、事項名、物産販売事業費は

４,５００万円であります。主要都市の催事での対

面販売等を通じてＰＲを図りながらお客様の声を

事業者にフィードバックして本市の商品開発につ

なげる販路拡大推進事業業務委託等であります。 

 続きまして、１９４ページの下段をごらんくださ

い。７款１項３目、事項名、旅行誘客事業費は１億

７,６６１万円であります。観光誘客に関するＰＲ

活動や体験型観光の促進、川内大綱引等観光交流イ

ベント補助に係る経費で、経費の主なものは、観光

案内所運営業務委託等１,６８４万円、本市への誘

客を目的とした旅行エージェント等が造成する旅

行商品に対して助成を行う旅行商品造成支援事業

業務委託等３,８０７万４,０００円、本市への誘客

を目的とした観光イベントの補助金交付事務や、観

光地経営の視点に立ち、関係者と協同しながら、明

確なコンセプトに基づく観光地づくり実現するた

めの日本版ＤＭＯを目指す観光振興推進事業業務

委託等２,８３２万３,０００円、今後の本市の観光

振興を図るため、スマートフォンの位置情報データ

を活用し、観光客の動向等を調査する観光動態調査

等１,９００万円であります。 

 恐れ入りますが、先ほどの企画経済委員会資料の

１０ページをごらんください。旅行誘客事業の新規

の事業としまして、三つの事業を説明いたします。 

 ２の（１）の観光動態調査につきましては、先ほ

ど説明いたしましたとおり、スマートフォンユー

ザーの位置情報により、さまざまな情報を収集分析

し、今後の観光振興の施策展開を図るものでありま

す。 

 （２）の明治維新１５０周年関連事業は、明治維

新にかかわった人物ゆかりの地や大河ドラマのロ

ケ地等をめぐるツアーの造成、トークショーなどの

イベントを開催し、地域活性化を図るものでありま

す。 

 続きまして、１１ページの（３）の特定有人国境

離島地域社会維持推進事業は、有人国境離島法の施

行により創設された交付金を活用し、旅行商品サイ

トの立ち上げ、旅行商品の企画、宿泊観光客の旅行

代金の軽減を図るものであります。 

 予算調書の１９４ページにお戻りいただきまし

て、同事業の補助金につきましては、薩摩川内はん

やまつり補助金１,０００万円、川内大綱引補助金

１,０００万円、修学旅行体験学習受け入れのため

のグリーン・ツーリズム推進協議会運営補助金

４００万円、いむた池納涼花火大会補助金ほか

２３件３,１３５万円であります。 

 続きまして１９５ページをごらんください。７款

１項３目、事項名、観光物産施設事業費は、

２,２２８万円であります。観光物産施設の管理等

に係る経費で、主なものは、甑島における観光を柱

とした地域振興を図るため、観光産業の担い手の発

掘、育成を目的に、地域資源の磨き上げと販路拡大

による地域雇用の拡大と所得の向上を図るため、中

甑地域活性化施設を核として継続可能な地域ビジ

ネス創造と担い手の育成を行う甑島地域ビジネス

創造事業業務委託等１,０６０万円、観光客受入施

設整備促進補助金１,０００万円、海水浴場運営費

補助金１６０万円を計上しております。 

 再び恐れ入りますが、企画経済委員会資料の

１１ページをごらんください。（４）の観光客受入

施設整備促進補助金は、先ほど説明いたしましたが、

１,０００万円のうち６００万円は拡充で、これは

従来の観光客受入施設整備促進補助金制度につい

て、甑島地域の宿泊施設に限り、平成３２年度まで

の特例として制度を拡充するものであります。 

 変更内容は、現行の補助最高限度額１００万円を

３００万円に拡充するものであります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の説明をいたしますので、予算

調書の５３ページをお開きください。 

 １７款１項１目、財産運用収入の財産貸付収入に

つきましては、川内大綱引保存会事務所の貸家料等

６６万３,０００円であります。 

 次に、１７款１項２目財産運用収入の利子及び配

当金につきましては、観光振興基金の利息額

１,０００円であります。 
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 次に、１８款１項１目寄附金の総務費寄附金は、

４億８,３２０万円で、ふるさと納税寄附金であり

ます。 

 以上で、歳入についての説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）予算調書の１９３ページの

川内川水系かわまちづくり推進協議会の負担金の

中身を、もうちょっと詳しく聞かせてもらいたいの

と、シティセールス情報発信業務委託費、全部合わ

せて７,０００万円以上ですかね。これは相当委託

料がかかっているんですけれども、何社ぐらいで見

積もりをされたのか、これは１社だけなんでしょう

か。その辺聞かせてもらえればと思いますけど。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）川

内川水系かわまちづくりの関係につきましては、現

在、薩摩川内市、それからさつま町、伊佐市、湧水

町、それからえびの市、それと鹿児島県、それから

宮崎県、それと国と連携をとりながら、川内川水系

のまちづくりのためにどういった観光のルートを

つくっていったらいいかとか、その川沿いの遺構等

もありますので、そういったものを活用したものを

現在調査も進めておりまして、今年度からスタート

しておりまして、平成３０年度は２年目の調査をす

る事業ということで進めようということで、考えて

いるところでございます。 

 それと、シティセールスプロモーション事業費

７,９９９万７,０００円のことですか。これにつき

ましては、ちょうど１９３ページの一番下段にあり

ますように、業務の主なものは、委託料が、節の内

容の委託料で５,１０４万４,０００円とあります

けれども、右側のほうにシティセールス情報発信業

務委託等が５４５万８,０００円と、そのほか委託

業務等が続きますが、こういった業務をやろうとし

ております。 

 それから、業務の内容につきましては、エージェ

ントメディア招聘事業に４８０万円、甑島プロモー

ション事業業務委託、甑島観光バス運行事業、薩摩

國ブランドＥＣプロジェクト事業等を実施すると

いうものでございます。 

 見積もりにつきましては、観光物産協会に委託を

するもの、あと甑島のプロモーション等はテレビ局

等から見積もりをとっているものでございます。 

○委員（落口久光）まず、ふるさと納税について、

来 期 の 予 算の 納 税寄 附金 の 見 通 しが ４ 億

８,３２０万円ということなんですけど、まず今期

の見通し、納税寄附金の見通しを教えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）今

期の見通しは１億８,０００万円を見込んでおりま

す。 

○委員（落口久光）まず今期はかなり減っている

んですけど、返礼率の影響が相当あったということ

でよろしいですか。それに対して来期、ここまでア

グレッシブな見通しを立てる強気の背景は何かと

いうのを教えてもらえますか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）減

額となった理由につきましては、総務省からの返礼

品見直し要請がございまして、薩摩川内市は９月

１日から返礼率を３割以下にしまして、高額返礼品

もやめております。 

 昨年は、好評でできておりましたポイントアップ

キャンペーンとか、そういった部分が総務省からの

指示等もありまして、できなくなったということも

ございまして、減額の部分が出てきたというふうに

分析しているところでございます。 

 来年度、平成３０年度につきまして、どんなこと

をやっていくのかということですけれども、返礼品

の詳細ページの充実を図ったりとか、それからウエ

ブサイトを活用したＰＲ広告をしたり、それから都

市部への直接の働きかけ等を行いながら、地道では

ありますけれども、伸ばしていきたいというふうに

思っております。 

○委員（落口久光）またふるさと納税の件なんで

す け ど 、 この Ｐ Ｒ促 進事 業 の 委 託で ２ 億

３,９００万円とあるんですけれども、これはほと

んどが返礼品と委託料だと思うんですけれども、そ

の中の内訳をそれぞれ、返礼品が幾らになっている

んだと。残りの幾らが委託料というのを教えてもら

えますか。 

○主幹兼食と物産グループ長（中村年男）ＰＲ

業務委託の内訳といたしましては、返礼品業務を行

う委託業務がありまして、それが売上額の８％とか

パーセンテージの契約をさせていただきます。その

ほか返礼品率の返礼品代としては１億４,４００万

円等、返礼品の送料として２,５００万円程度を見

込んでおります。そのほかふるさと納税のチャンネ

ルサイトふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、Ａ

ＮＡのふるさと納税の掲載ページの委託業務とい

うものがもろもろ含まれております。 
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○委員（落口久光）次のその下の項目の地域おこ

し対策事業費というところの委託料があるんです

けれど、これは委託先はどこですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）地

域おこし協力隊の委託料１,６５０万円のことです

ね。ＡＮＡ総研であります。 

○委員（落口久光）次はその下の１９３ページ、

シティセールスプロモーションなんですけど、この

薩摩國ブランドＥコマースプロジェクトの委託に

ついて、前年度が金額で３,０００万円ぐらいの予

算だったんですけど、今期も同じぐらいの金額にな

っているのかどうかと、委託先は多分物産協会だと

思うんですけど、それで間違いないか教えてくださ

い。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）金

額は２,０００万円で、委託先は観光物産協会です。 

○委員（落口久光）次に１９４ページです。これ

の旅行誘客事業費の中の旅行商品造成支援事業の

委託、こちらのほうも金額だけ見ますと、前年度よ

りもかなりふえた形になっているんですけど、この

あとに「等」というのがついているので、プラスア

ルファで金額がふえているのかどうかというのも

含めて、理由と委託先を教えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）旅

行商品造成支援事業の業務委託自体は、昨年と変わ

らずの３７６万３,０００円ですけれども、この

「等」の中には、有人国境離島の部分の３,０００万

円が含まれておりまして、先ほど説明しました有人

国境離島地域社会維持推進事業業務委託の

３,０００万円が含まれております。 

 それと、定期観光バス運行業務委託の４３１万円

も含まれております。 

○委員（落口久光）これで最後にします。同じく

この項の観光動態調査の委託先と、その下の観光物

産施設事業費のこの委託料の部分の委託先まで教

えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）観

光動態調査業務委託につきましては、現在、その調

査先を検討中でございまして、通信事業者等のサー

ビス等を見ながら、その中身については検討してい

るところでございます。 

 それから、１９５ページの観光物産施設事業費の

甑島地域ビジネス事業創造事業につきましては、甑

島の東シナ海の小さな島ブランド株式会社に委託

をする計画でございます。 

○委員（中島由美子）資料の１１ページの観光客

受入施設整備促進補助金、甑島に限っての施設補助

を３００万円まで拡充ということなんですけど、そ

れなりに話をされているんだと思うんですが、これ

を受け入れる施設というのが幾つぐらいあるのか。

また、３００万円に拡充して、トイレとかお風呂場

というのが大事だと思うんですけど、どの程度でき

るのか。３００万円まで、最大３回申請可能となっ

ているんですけど、これで施設が充実するのかなと

思うと、不安な感じもするんですけど、どの程度考

えておられるのか教えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）こ

の３００万円につきましては、先ほど説明いたしま

した拡充部分の６００万円の部分がありまして、

３００万円掛ける２件の６００万円ということで、

予算化をしたところでございます。 

 今後、この予算化したものについて、予算が採択

されましたら、甑の地域に説明に行きまして、その

事業内容等を説明して、また申し出があれば、行っ

ていきたいと思いますけれども、それがまたさらに

多い場合には、今後、また補正予算等でお願いする

ところも出てくるかもわからないというところで

ございますので、２件のみしているところでござい

ます。 

 残りの部分の４００万円は、通常の１００万円の

４件分ということで、毎年その程度ぐらいを予算化

しているところでございます。 

 あと、中身につきましては、その１００万円のと

きと同様に、お風呂の改修であったり水周りであっ

たり、鍵をつけたり、それから内装、そういった部

分を変えたりとか、そんな細かなところまで変更が

できるように、改修ができるようになっております

ので、これまでと同様のスタイルでできるという内

容でございます。 

○委員（中島由美子）鍵をつけたりとおっしゃい

ましたけど、本当にホテル並とは言いませんが、し

っかり観光客を見込んで、しっかりやっていただき

たいなと思います。 

 あと、外国人の観光客をというのがあったんです

けれども、世間では外国の観光客がふえているんで

すけど、薩摩川内市においてはどの程度あるのか。

また甑島に渡られる方というのがあるのか、その辺

のリサーチがされているのか、教えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）ま

だ途中でございますけれども、平成２８年度は薩摩
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川内市への外国人は１万５２５人でございました。

平成２９年度が現在は６,２９４人ということで、

まだ数字が正確にとれていない部分もあるかと思

いますけれども、これにつきましては、ほとんどが

韓国からのお客様が多いというのが、一度データを

とったときには出ております。 

 甑島につきましては、平成２８年度で２２６名、

平成２９年度は、現在１２８名となっているところ

でございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）調書の１９４ページの、先ほ

どの観光動態調査業務委託料のところの答弁の中

で、通信事業者の名前が出たんですが、いわゆるこ

れがビッグデータという資料の活用ということに

なるんですか。このビッグデータは、今後もう既に

活用されているんですか。活用されていなければ、

どういうような展開をしていこうというお考えな

のでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）今、

おっしゃられるように、ビッグデータを活用した動

態調査を予定しております。 

 ４月から３月までの１年間の人の動き、どこから

どういうふうに入ってくるのか、それからその方々

はどこに行くのか。そしてそういう人たちは性別、

年代、そういったところを活用して、薩摩川内市に

どういう方々が来られるのかというものを調査す

るといったところが、これまでやれていない部分で

したので、そういった部分を検討しているところで

あります。 

○議員（井上勝博）ビッグデータと、私、テレビ

でちょこっと見ただけですけども、携帯を持ってい

る人たちの動きですよね。それが数値化されて、個

人情報じゃなくて数値として把握できるというこ

とですね。 

 これはもう、その期間中、ずっと追跡していくん

ですか。それともポイントポイントでやるんですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）そ

れにつきましては、その方々が薩摩川内市にどうや

って入ってきたかというところを追跡していくと

いうところですので、その方がどういうふうに出て

いくのかというところを調査して、それによって私

たちのほうに情報が集まる仕組みという形になり

ます。 

 調査の手法として、今、そういう部分をやってい

らっしゃるところもありますので、そういった部分

を捉えてやっていきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。まず当局に説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）そ

れでは、所管事務調査について説明いたします。企

画経済委員会資料の１２ページをごらんください。 

 １のＫＤＤＩ株式会社と株式会社薩摩川内市観

光物産協会との三者包括連携協定についてでござ

います。 

 締結予定日ですが、あす、３月１５日に締結をす

る予定で、締結の相手方はＫＤＤＩ株式会社、株式

会社薩摩川内市観光物産協会であります。 

 連携事項につきましては、観光振興に関する事項、

物品・サービスの販売促進に関する事項、地域社会

の活性化等に関する事項、その他、三者が合意した

事項というふうになっております。 

 期間は協定締結の日から１年間としますけれど

も、特段の申し出がなければ、自動的に１年間延長

されるものということで、以降も同様とするもので

ございます。 

 次に、２番目のＫＤＤＩ株式会社が、株式会社薩

摩川内市観光物産協会への出資についてでござい

ます。締結予定もこれも３月１５日でございます。

契約の相手方はＫＤＤＩ株式会社、代表取締役社長

田中孝司様でございます。 

 内容につきましては、出資額８００万円、これは

普通株式１０株でございます。取締役の派遣、これ

につきましては、非常勤でございます。 

 それから職員の派遣を検討をしていらっしゃい

ます。 

 続きまして、恐れ入りますけれども、企画経済委

員会資料の観光・シティセールス課の１枚の追加資

料をごらんいただきたいと思います。ＫＤＤＩ株式

会社が、株式会社薩摩川内市観光物産協会に出資す

る前と、出資後について説明をいたします。 

 表を見ていただきますと、現行資本金５００万円、

７２株のものが、出資後は資本金９００万円、
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８２株になります。株主構成は表に記載のとおりで

ありますので、御参照いただきたいと思います。 

 なお、８００万円の増資をいただきますけれども、

このうち資本金に４００万円、資本準備金に

４００万円を充当されることになっております。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）ＫＤＤＩとのかかわりをち

ょっと経緯を説明してください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）こ

れまでのＫＤＤＩとの経緯でございますけれども、

ＫＤＤＩ様が本市の入来麓の活用について興味を

示されまして、これが平成２８年度の１０月ごろで

ございました。 

 それにつきまして興味を持たれ、そして本市観

光・シティセールス課とＫＤＤＩのこちらのほうは

子会社でありますＫＤＤＩプリシード株式会社で

ございますけれども、こちらのほうといろいろとや

りとりをする中で、薩摩川内市の取り組みに非常に

興味をもたれまして、そして観光物産協会が株式会

社の観光物産協会であること、それから全国的にも

ＤＭＯということで、その取り組みをやろうとして

いることから、これらに興味を持たれておりました

ので、薩摩川内市と連携をとりながら、何とかいろ

いろと相互に連携してこの発展をしていきたいと

いうようなこともありまして、今のこの状況に至っ

たというところでございます。 

○委員（石野田 浩）資本参加をしていただいて

いると思うんです。現行が７２株の資本金が

５００万円でしょう。出資後８２株、１０株ふえて

９００万円になる。株単価が違うんじゃないかと思

うんだけど、その辺はどうなんですか。出資金と株

価と全然関係はしてないですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）当

初の株の単価といたしますと、それにつきましては、

株価につきましての金額が変わってきております。

株につきましては、当初１０万円であったものが、

現在で言いますと、１株約８０万円という形で変わ

ってきております。 

○委員（石野田 浩）もう一度説明して。 

○商工観光部長（古川英利）補足させていただ

きます。この交渉窓口は私のほうでさせていただい

たので、補足で説明させていただきます。 

 そもそも株価はそのときの会社の資産で評価が

変わるという前提でございます。通常の上場企業で

あれば、毎日株価が変わるというイメージでおられ

ればいいと思うんですけれども、その根拠は何かと

いうのは、上場企業の場合は、株の買い取りの基準

になるんですが、通常の会社のこういう出資の話で

おきますと、株主資本の内容で、総額で１株当たり

幾らぐらいだというような計算をしながら、相続税

の計算をしたりとか、そういう株価はまず変わるも

のだという前提で御理解いただければと思います。 

 先ほど言いましたように、薩摩川内市は１０万円

の出資をして会社としてなっておりますが、現在、

観光物産協会は、この協議をするときの純資産の合

計が約５,３００万円ありました。これは資本金と

資本剰余金、それと利益剰余金を足して、名目です

けれども、全額で５,３００、これを７２株で割り

ますと、約７３万円です。 

 これに対して、ＫＤＤＩさんが幾らで買っていた

だけるかという話であったんですけれども、ＫＤＤ

Ｉとしては８０万円でいいでしょうというような

ことで御出資していただいたということで、第三者

に増資、割りつけたというような形になっておりま

す。 

 関連があるので説明させていただきますと、この

株主資本がそこまで５,３００万円現金であるかと

いうと、そうでなくて、あくまで帳簿上の話でござ

います。 

 以前、まちづくり会社の合併のときに、この会社

に補助をしていただきました。承認いただきました。

それはＦＭさつませんだいの借り入れた分、これを

返すというふうなことの名目でしたんですが、その

とき、借入金返済を目的とした補助金を出すと、ど

うしても利益剰余金のほうに上乗せされていまし

て、この辺がげたを履いたような形になっているん

ですが、誤解のないように言いますと、今、株主資

本としては５,３００万円ありますというふうな状

況でございます。 

 ちなみにＫＤＤＩがそこまで出資して、何のメリ

ットがあるかといいますと、出資して経営責任も一

部負いたいと。何でかといいますと、圧倒的なビジ

ネスの成功をもって、ほかのＤＭＯに横展開をした

いということでしたので、幾ばくかの出資をしたい

ということでした。 

 なお、その出資の際に、全部資本金に入れるかど

うかということがあったんですが、１,０００万円
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以下の資本の会社に対するいろんな優遇制度があ

るので、資本金のほうに半分、残りは準備金のほう

に入れさせていただいて、バランスを取ったという

ことでございます。 

○委員（石野田 浩）その辺はわかりにくいとこ

ろもあるんだけど、例えば、ここに出資後のパーセ

ントが出ています。市が４３％持ってますよと。た

だ、株式の額面というのは、そんな相場で変えるも

んじゃないし、ここで普通株式１０株と書いてある。

この額面なんかは固定したもんじゃないの。 

○商工観光部長（古川英利）おっしゃるとおり

でございます。決算の資料でも見ていただくとわか

るように、この出資金については、たしか２００万

円程度だったと思っております。決算資料にはそう

いう形になっているんですが、株の売買時の実勢価

格として取り扱って、この８０万円でしているとい

うことになります。ＫＤＤＩはそれでいいよと言っ

ていただいたことになります。帳簿上はおっしゃる

とおりです。２００万円というふうに市のほうは帳

簿上はなっているところです。 

○委員（石野田 浩）そうしたら１０株、要する

に額面の１０万円で、額面上は１００万円というこ

とでいいの。そうすると１２％になる。そういうこ

とだよね。実際はもっと出してもらっている。時価

としては８０万円という価格がついているんです

よと。予想されるんですよと。資本、資産を合わせ

てするとそのぐらいになりますということで、出資

していただいたんだと思うんだけど、額面そのもの

は１０万円だったら１０株で１００万円だよね。

１００万円の株式を持っていらっしゃるというふ

うに解釈すればいいのかな。 

○商工観光部長（古川英利）出資した時点では、

１０万円というのが認識としては正しいかと思い

ます。ＫＤＤＩさんにとっては、１０株で８００万

円を出資したということで、帳簿上は多分なると思

います。市としては１０株でいいと思いますが、Ｋ

ＤＤＩは今時点で出資されますので、そのときの株

価で認識されると思います。 

○委員（石野田 浩）ＫＤＤＩのほうの資産の運

用の仕方に、時価で買ってこれだけでしたと、もと

もと１００万円の株なんだけども、時価で買ったら

８００万円でしたということだね。 

○商工観光部長（古川英利）考え方はそうです。

帳簿の計上の仕方は、私どもであずかり知らないと

ころがありますので、考え方はそういうふうに御認

識していただければわかりやすいと思います。 

○委員（川畑善照）当初５００万円ですよね。

８００万円、経営権が移ったと感じられるわけです

よ。現実即５００万円に８００万円立てて、準備金

になっていますけれども、結局１,３００万円の資

本になっているわけだけど、半分だけを資本金に入

れて９００万円と、今の株の単価が全体的に上がっ

た場合に１０株なのか、それで結局資本的にはＫＤ

ＤＩの経営傘下に入ったと、こう見る人が出てくる

と思うんですけど、そこのところです。 

○商工観光部長（古川英利）よく御質問いただ

く内容なんですけれども、経営権は移って、一番の

株主は３５株の薩摩川内市です。御案内のとおり、

株主総会で買ったときの株価で投票するのでなく

て、１株の株の持ち数で投票しますので、従来どお

り薩摩川内市が中心になりまして、ＫＤＤＩは一株

主ということで、株主総会での権限があります。 

 また、取締役の派遣も臨時で考えていらっしゃい

ます。派遣を非常勤でいますけれども、一取締役と

いう、社外取締役的な役割ですので、我々の経営方

針の中では、できるというふうに考えております。 

○委員（川畑善照）いずれにしてもいいことだか

らいいんだけど、メリットとデメリットを教えてく

ださい。 

○商工観光部長（古川英利）メリットについて

は、すらすら出てきます。ＫＤＤＩの持っているウ

ォレットとかいう媒体です。スマホを使った、Ｅコ

マースも含めて、それからいろんなショップが全国

で２,５００カ所あります。そういったルートをど

う使うかというところで、ＫＤＤＩ様の全国のモデ

ルとして、私どものために本社にこういう組織をつ

くっていただきました。そこの専従チームと観光物

産協会が組むことで、商品力という定義でわざとい

うと、今まで知られなかった薩摩川内の商品が日に

当たる確率が高くという意味では、メリットがある

と思います。 

 ただ、数が少ない中で、ロット、在庫が少ない商

品が多いので、どこまで対応できるかとか、そこら

辺は試される部分はあるんですけれども、地元の事

業者様と１７０社ぐらい取引業者がありますので、

どういう形で展開ができるか、そのほかその物産に

関しまして、旅も一緒にどう波及するかというのは、

大きなメリットを期待しているところです。 

 デメリットについては、今のところ余り想定して

おりませんが、ＫＤＤＩさんのやり方と、我々の
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ローカルな企業のやり方というところのバランス

をどうとっていくかという、冒険しないといけない

ところもあるんですけど、そこら辺が課題ではある

と思いますので、十分に市も入ってコミュニケーシ

ョンをとっていかないといけないというふうに考

えているところです。 

○委員（川畑善照）もう１点、ふるさと納税も観

光物産協会、返礼品が、それから楽天もそうです。

そういうところとプラスアルファになっていくと

いうことで理解していいですね。競合することはな

いという。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）は

い、相互にやるということで結構です。 

○委員（落口久光）今、ＫＤＤＩで皆さん話が出

た。そこまで株価という見方をしたときに、そこま

での事業になっているのという疑問もあることは

あるんですけど、今、言ってもしょうがないので。 

 物産協会の平成２９年度のほぼ実績になると思

うんですけど、平成２９年度と平成３０年度のそれ

ぞれの委託事業数と合計の委託料は答えられます。

なおかつ、それに対して、あと細々としたやつを、

１回、表でいただきたいと思うんですけど、右へ倣

えで翌年度に繰り越しのやつは同じ段に来て、新規

はここで、別で計上するとか、なくなったやつはま

た別で計上されて、ちゃんと１対１で右と左で対比

できる最終的な資料をいただきたいんですよ。 

 ただ、それの前に、それぞれの事業数と委託料を

ざっと言っていただければと思います。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）観

光物産協会に委託する平成３０年度の事業数は、

１５事業になります。 

 額につきましては、平成３０年度が３億

７,５５４万７,０００円でございます。 

 あと、平成２９年度は、額が３億９,００３万

２,０００円でございます。 

 このうち、先ほど平成３０年度の当初予算の中に、

ふるさと納税の業務委託２億１ ,１９８万

６,０００円が含まれております。 

 件数は１６件でございます。 

○委員（落口久光）あと、お願いしたい項目が一

つと、これは別途でいいですので、甑島館の工事を、

今、やっているんですけど、それの補助金に該当す

る工事の見積もりのリストが欲しいんですよ。ただ

し、多分業者名とか出せないと思うので、そこはい

いです。 

 ただ、事業の項目、何々配管工事とかいうのがあ

ると思うので、複数の事業者に別の工事が同じよう

な項目が出るんだったら、配管工事、１、２、３と

かいうのでも構いませんので、それぞれの項目に金

額が入って、多分１億８,０００万幾らと、この前

言われましたので、それに該当するリストをいただ

いた後、今年度の末とかに工事が一旦終わって、大

分来期の前半で、領収書とか確認されると思うので、

それに今度は実績が幾らで総額幾らで、こういう支

払いの結果になりましたという対比ができるもの

をいただきたいんです。 

 ここで要りませんので、それをつくっていただき

たいということと、年末年始の段階で、甑島館の工

事が全然進んでないとか、年が明けてからやり出し

たというようなうわさは我々は聞いてますので、そ

れに対して、工事の進捗状況とかについて、ここで

教えていただきたいと思います。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）工事の状

況につきましては、一般質問の中でもございました

けれども、委員長の質問の中で、現在、リニューア

ルオープンが４月下旬に変わったという答弁をさ

せていただきました。その中で確認中であるという

ことで、答弁したところでありますが、１２日で回

答を求めたところでありますが、文書等での回答は

現在まで至っておりません。 

 ただ、工事については、年度末に完了するという

ふうにお聞きしているところでございます。 

 先方のほうからは、工事に当たって、新たな問題

が発生しているということで、社のほうにおかれて

は、それの解決に向けて奔走されているというふう

に聞いております。 

○委員長（下園政喜）今、言われた工事一覧表は、

提出されますか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）本日とい

うことでなくて。 

○委員長（下園政喜）後日でいいですよ。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）先ほども

御意見もありましたとおり、情報公開の条例の趣旨

を、踏まえまして、開示する方向で検討させていた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（下園政喜）あわせてその観光物産協会

への委託事業一覧も出ますか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）はい、そ

の協会の委託の部分についても、一覧に検討させて

いただきたいと思います。 
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○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑が尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。 

 ここで休憩に入ります。再開をおおむね１５時

２５分にします。 

          ～～～～～～～～～     

          午後３時１１分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時２５分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き会議を開

きます。 

────────────── 

△スポーツ課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、スポーツ課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第３９号一般会計予算を議題

とします。 

 まず、観光・スポーツ対策監に、概要説明を求め

ます。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）それでは、

スポーツ課の平成３０年度施策の概要につきまし

て、御説明を申し上げます。 

 スポーツ課の施策の展開につきましては、大きく

二つの事業で事業展開してまいります。 

 当初予算概要の９７ページをお開きください。ま

ず、上段のスポーツ振興事業は、市体育協会を初め

スポーツ関係団体と連携しながら、スポーツ推進委

員の活動や生涯スポーツ、競技スポーツの推進を図

る事業でございます。 

 次に、中段のスポーツ合宿誘致事業は、主にス

ポーツコミッションなどの関係団体との連携を図

り、スポーツ合宿、スポーツイベントの誘致活動を

展開するものであります。 

 また、オリンピック・パラリンピック合宿招聘活

動も積極的に展開してまいる考えでございます。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 

○スポーツ課長（花木 隆）それでは、当初予

算につきまして説明を申し上げます。 

 まず、歳出予算について説明を申し上げます。予

算調書により説明を申し上げますので、予算調書の

１９６ページをお開きください。 

 １０款６項１目、事項、スポーツ企画総務費は、

スポーツ推進審議会及び全国市長会市民総合賠償

補償保険などに係る経費で、９２万３,０００円で

あります。 

 経費の主なものは、スポーツ推進審議会出会謝金

及び費用弁償、全国市長会市民総合賠償補償保険金

であります。 

 次に、予算調書の１９６ページの下段をごらんく

ださい。１０款６項１目、事項、生涯スポーツ事業

費は、スポーツ推進委員活動、生涯スポーツ推進事

業及び市民運動会に係る経費で１ ,８５４万

６,０００円であります。 

 経費の主なものは、スポーツ推進委員９０人の研

修会など出席に伴う出会謝金及び旅費、総合型地域

スポーツクラブへ生涯スポーツ教室開催の指導業

務委託料、市体育協会への市民運動会の運営業務委

託料、川薩地区スポーツ推進委員協議会負担金など

負担金５件、川内川河口マラソン・ウォーキング大

会の運営に要する経費に補助を行う川内川を生か

したスポーツ推進事業補助金などであります。 

 次に、予算調書の１９７ページをごらんください。

１０款６項１目、事項、スポーツ振興事業費は、競

技スポーツ推進事業及びスポーツ合宿誘致事業な

どに係る経費で７,０６６万３,０００円でありま

す。 

 経費の主なものは、合宿団体などの全国トップク

ラスの選手・指導者などによるスポーツ教室開催の

講師謝金、合宿誘致を行う旅費、全国ボート場所在

市町村協議会の会員負担金などの負担金５件、オリ

ンピック・パラリンピック招聘事業の負担金、市体

育協会の運営に要する経費に補助を行う市体育協

会運営補助金、スポーツ合宿やスポーツイベントの

誘致と受け入れ時の調整を一元的に行うスポーツ

コミッション事業補助金、全国・九州大会などへの

出場者に派遣助成を行うスポーツ振興補助金など

の補助金７件であります。 

 ここで、別冊の企画経済委員会資料の１３ページ

をごらんください。 

 上段の平成３０年度当初予算関係説明資料にお
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きまして、事項、スポーツ振興事業費のうち、スポー

ツ合宿誘致事業について説明いたします。 

 スポーツ合宿誘致事業は、市総合計画のスポーツ

活動を楽しむ環境整備の施策の一つにスポーツ振

興による地域の活性化を掲げております。そこで関

係競技団体等との連携のもとに、オリンピック・パ

ラリンピックでの事前合宿も含め、スポーツ合宿の

招聘活動に取り組む事業、３,９６６万３,０００円

であり、総合戦略事業であります。 

 このうち、新規事業でありますオリンピック・パ

ラリンピック合宿招聘活動の概要でありますが、東

京オリンピックに出場する可能性が高い海外チー

ムの招聘に向けた交渉を行うための海外渡航費な

どの誘致活動経費、海外チームがアジア圏内で開催

される国際大会に出場する際に、本市での事前合宿

の実施に必要な国内移動費などの合宿受け入れ経

費であります。 

 次に、予算調書に戻っていただきまして、

１９７ページの下段をごらんください。１０款６項

２目、事項、総合運動公園管理費は、総合運動公園

の 施 設 管 理 に 要 す る 経 費 で １ , ３ ９ ０ 万

９,０００円であります。 

 経費の主なものは、スポーツ交流研修センター運

営協議会委員の出会謝金、総合体育館トレーニング

室の管理運営業務委託に係る経費であります。 

 次に、予算調書の１９８ページをお開きください。

１０款６項２目、事項、スポーツ施設管理費は、地

域スポーツ施設の管理に係る経費で、５３万

２,０００円であります。 

 経費の主なものは、Ｂ＆Ｇ海洋センターの研修会

や樋脇グラウンド・ゴルフ場の利用促進を図るため

の大会誘致に係る旅費、樋脇グラウンド・ゴルフ場

利用促進を図るための広告料、樋脇と上甑Ｂ＆Ｇ海

洋センター２カ所分の県Ｂ＆Ｇ海洋センター連絡

協議会負担金、県内の公立体育施設を有する自治体

で組織する県体育施設協会負担金などの負担金

２件などであります。 

 続きまして、歳入予算について説明申し上げます。

予算調書の５４ページをお開きください。 

 まず１４款１項使用料、７目教育使用料の保健体

育使用料は４７３万円で、総合体育館トレーニング

室使用料であります。 

 次に、１７款１項財産運用収入、２目利子及び配

当金の利子及び配当金は１万６,０００円であり、

スポーツ振興基金の利子相当額であります。 

 次に、１９款１項基金繰入金、２７目スポーツ振

興基金繰入金のスポーツ振興基金繰入金は

１,０００万円であり、スポーツ振興基金の取り崩

しによるものであります。 

 次に、２１款５項雑入、４目雑入の雑入は７０万

５,０００円であり、広報紙等広告掲載収入及び全

国市長会市民総合賠償補償保険金などであります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○スポーツ課長（花木 隆）それでは、スポー

ツ課の所管事務につきまして説明いたしますので、

企画経済委員会資料の１３ページをお願いいたし

ます。下段でございます。 

 １、スポーツゲームズｉｎ薩摩川内の実施につい

てであります。これは、スポーツを通した青少年の

健全な育成を図るとともに、鹿児島国体において本

市が開催会場となる３種目を取り入れ、競技者人口

の底辺拡大と競技力の向上を目的に、トップアス

リートによるスポーツ教室を開催したものであり

ます。 

 開催日は２月４日、開催場所は樋脇総合運動場体

育館・グラウンドなどであります。 

 スポーツ教室の内容につきましては、バスケット

ボール、ウエイトリフティング、ホッケー、ラグビー

の４種目の競技について、小学生を対象にチャレン

ジスポーツラリーとして全ての競技を体験させ、新

たなスポーツにチャレンジさせるプログラムと、中

学生・高校生を対象に、スポーツクリニックとして、

普段行っているスポーツのスキルアップと新たな

魅力を発見させるプログラムを実施いたしました。 

 チャレンジスポーツラリーに参加した小学生は

１０４名、スポーツクリニックに参加した中学生・

高校生は１０９名でありました。チャレンジスポー
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ツラリーに参加した子どもたちからは、「楽しかっ

た」、「もっとやりたかった」などの声が多く聞かれ

ました。 

 また、スポーツクリニックでは、クリニック終了

後に講師へ積極的に質問する生徒の姿も多く見ら

れ、所期の目的である競技者人口の底辺拡大と競技

力の向上に寄与したものと考えております。今後も

このようなスポーツイベントを積極的に開催して

まいりたいと思います。 

 続きまして、１４ページをお開きください。２、

スポーツ合宿の状況についてであります。 

 まずは（１）年度別スポーツ合宿状況についてで

あります。平成２９年度の合宿団体数は、昨年度よ

り２団体ふえ、８７団体、延べ宿泊人数は、昨年度

より１,２８８人ふえ、１万１,７０８人になる見込

みであります。 

 次に、（２）今年度のスポーツ合宿実施の主な団

体であります。ことしに入りましてから、主に八千

代工業や長谷川体育施設などの実業団陸上競技部

及び青山学院大学、玉川大学、明治大学、早稲田大

学、九州大学などの大学陸上部による陸上合宿や、

関東学院大学、亜細亜大学、帝塚山大学、大阪市立

大学などの硬式野球部による野球合宿が行われて

おります。今後も合宿誘致活動を積極的に展開して

まいりたいと思います。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（落口久光）グラウンド・ゴルフ場は国体

規格でしたっけ、何かそういう公的なやつに規格に

合っているというので、結構大きな大会を将来やり

ませんかという話を、前回とか前々回とかした覚え

があるんですけど、来期に向けて、何かそういうの

の準備であったりとか、市としてそういうのを目指

して、そういう大きな大会につなげていこうという

ような計画って何かあるんですかね。 

○スポーツ課長（花木 隆）樋脇グラウンド・

ゴルフ場の関係でございます。 

 樋脇グラウンド・ゴルフ場につきましては、いず

れは九州大会、全国大会の誘致というのを目指して

いるところでございまして、昨年は５月に１度、南

日本新聞社の本社を訪れまして、南日本新聞社杯等

の相談もさせていただいた経緯がございますが、南

日本新聞社杯は千人規模の大会で、県内では一番大

きい大会でございます。年に２回、春と秋に開催さ

れておりまして、もう既に春が鹿屋市、秋が横川町

というふうなのが定着していまして、なかなかそれ

を切り崩していくというのは、今は難しい状況でご

ざいます。 

 あと日本グラウンド・ゴルフ協会の会長さんが施

設に来てくださったりとか、そういうのも機会がご

ざいましたので、その中でぜひ九州大会をとか、そ

ういう営業はしているところでございまして、すぐ

にというわけではございませんが、そういうのも目

指していきたいと考えております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）スポーツ振興基本法でしたっ

け、正式名称はわかりませんけども、国のほうでそ

ういう法律ができて、それに基づく計画などを立て

るということになっていたと思うんですが、それは

もうできているんですかね。 

○スポーツ課長（花木 隆）今、おっしゃいま

したように、スポーツ基本法というのが平成２３年

度に制定されました。それに基づきまして、本市の

ほうでも平成２７年に薩摩川内市スポーツ推進計

画というのを策定しております。 

 これにつきましては、平成２８年度から平成

３７年度の１０年間の計画というふうになってお

ります。 

○議員（井上勝博）わかりました。スポーツの計

画というのは、スポーツをする権利という、そうい

う位置づけがされて、誰でもスポーツをする権利が

あると。スポーツ課が全般的にそういうスポーツの

ことを扱っているのかなと思っていたら、施設によ

っては、例えば、もくもくふれあい館は高齢・介護

福祉課のほうの所管になっていたりして、そこでス

ポーツをされているんだけれども、福祉という位置

づけになっているのかわからないけど、そんなふう

になっているわけですけど。あそこはゲートボール

場なんだけど、グラウンド・ゴルフとしても多目的

にも使いたいということでやられていて、それがな

かなかうまく行かないと。いわば、線を引いたりと

いうのが大変になっているわけですが、そういうス

ポーツ全般を一つにまとめていくという考え方と

いうのはできないもんなのかなと思うんですが、ど

うなんでしょうか。 
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○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）施設のそ

れぞれ、これまでスポーツ課そのものは市民スポー

ツ課ということで教育委員会にありまして、それが

市長部局のほうに移動してきたという経緯がござ

います。ただ、それぞれの施設そのものは、施設を

つくったいきさつというのがございまして、スポー

ツ施設ができる施設というのは、例えばグラウンド

的なものというのは全てができることになります

んで、それを全て所管していく、束ねるかというと、

まず施設に関してはそういう課題があるというふ

うに思います。 

 ただ、いずれにしましても、利用できる施設につ

いて、レクリエーションであったり、いろんなス

ポーツをするという観点であれば、やはりそういう

部分ではスポーツ課もかかわっていく部分はある

というふうに思っています。ただ、施設を束ねると

いう考えは、今のところは持っておりません。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、スポーツ課を終わります。 

────────────── 

△国体推進課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、国体推進課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第３９号一般会計予算を議題

とします。 

 まず、観光・スポーツ対策監に概要説明を求めま

す。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）国体推進

課の平成３０年度施策の概要につきまして、御説明

を申し上げます。 

 当初予算概要の９７ページをお開きいただきた

いと思います。国体推進課の施策の展開につきまし

ては、大きく二つの事業で事業展開することにして

ございます。 

 まず、下段の国民体育大会準備事業は、平成

３２年のかごしま国体の開催に向けまして、本市実

行委員会、専門委員会を開催するとともに、各種イ

ベント事業やＰＲ事業を展開しながら開催準備を

進めてまいります。 

 次に、当初予算概要の９８ページをごらんくださ

い。上段の全国高等学校総合体育大会推進事業は、

平成３１年の全国高等学校総合体育大会開催に向

けて、実行委員会を設立し、本市の組織体制を整備

するとともに、広報ＰＲを展開しながら開催準備を

進めてまいります。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説明

を求めます。 

○国体推進課長（田中英人）それでは、当初予

算につきまして説明申し上げます。予算調書より説

明申し上げますので、予算調書の１９９ページをお

開きください。 

 １０款６項１目、事項、国民体育大会準備事業費

は、第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国

体」及び平成３１年度全国高等学校総合体育大会の

準備に係る経費で２,７６６万７,０００円であり

ます。 

 経費の主なものは、国体開催準備事務に係る嘱託

員報酬及び本市で開催するホッケー、バスケット

ボール、ウエイトリフティング、軟式野球、空手道

の正式５競技の競技会運営等につきまして、本年度

開催されます福井国体視察、事業概要説明会及びリ

ハーサル大会視察旅費、国体・リハーサル大会会場

運営に係る実施設計業務委託、市実行委員会への負

担金と、全国高等学校総合体育大会開催準備に伴い、

本年度開催されます東海地域総体の視察旅費、市実

行委員会への負担金であります。 

 では、市実行委員会事業について御説明いたしま

すので、企画経済委員会資料の１５ページをごらん

ください。 

 初めに、国民体育大会準備事業における市実行委

員会事業は、平成３２年に開催されます第７５回国

民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」において、

本市開催競技の周知を図り、市民一丸となり国体開

催を盛り上げることを目的としており、予算額は

１,３４５万５,０００円であります。 

 主な事業内容は、平成３０年に開催されます「福

井しあわせ元気国体２０１８」への実行委員視察調

査旅費と市民参画を図るためのスポーツフェスタ

事業、ペーパークラフト事業、イメージソング・ダ

ンス講習会事業、応援図画コンクール事業を展開す

る経費であります。 

 なお、イメージソング・国体応援ダンスや応援図

画につきましては、リハーサル大会や本大会におけ

る発表・展示を計画しております。 

 広報ＰＲ事業につきましては、国体のホームペー

ジ開設により、最新の情報提供に努めます。また、
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花いっぱい運動による歓迎装飾につきましては、市

花いっぱいまちづくり推進協議会と連携しながら、

リハーサル大会・本大会に向けた準備を整えてまい

ります。 

 さらに、市内巡回バス及び公用車にＰＲ用ラッピ

ングを施し、その他、市内各所へ横断幕や桃太郎旗

を設置することにより、広くＰＲ事業を展開してま

いります。 

 次に、全国高等学校総合体育大会推進事業の市実

行委員会事業についてであります。 

 目的といたしましては、平成３１年に、南部九州

４県（鹿児島、熊本、宮崎、沖縄）を競技会場とし

まして開催されます平成３１年度全国高等学校総

合体育大会における薩摩川内市で開催されますバ

スケットボール競技の周知を図り、市民一丸となり

高校総体開催を盛り上げていくことを目的として

おります。 

 主な事業内容は、市実行委員会を設立し、平成

３０年に東海地域で開催されます平成３０年度全

国高等学校総合体育大会への実行委員視察調査旅

費と、広報・ＰＲ事業といたしまして懸垂幕・横断

幕・桃太郎旗を広く市内に設置し、高校総体の周知

を図ってまいります。 

 平成３０年度は、国民体育大会・高校総体ともに

市民周知、市民参画を重点に取り組むこととしてお

り、今後、本課イベント事業によるＰＲのほか、市

内の主要イベント等に出向き、ＰＲを展開しながら、

市民の機運醸成を図り、平成３１年度リハーサル大

会、高校総体を経て、市民の盛り上がりを継続しな

がら国体開催につなげてまいります。 

 なお、当課の歳入予算はございません。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）ないと認めます。 

 以上で、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市一

般会計予算のうち、本委員会付託分について質疑が

全て終了しましたので、これより討論、採決を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○国体推進課長（田中英人）それでは、国体推

進課の所管事務につきまして説明いたしますので、

商工観光部企画経済委員会資料の１６ページをお

開きください。 

 まず、第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごし

ま国体」競技会会期決定についてであります。 

 昨年、１２月１５日に、公益財団法人日本体育協

会国体委員会において、「燃ゆる感動かごしま国体」

の競技会会期が決定いたしました。全体会期につき

ましては、平成３２年１０月３日土曜日から１３日

火曜日までの１１日間の開催として、昨年の９月議

会でお知らせしたところであります。 

 本市開催の正式５競技の会期につきましては、ホ

ッケー競技及びバスケットボール競技が１０月

８日木曜日から１２日月曜日までの５日間、ウエイ

トリフティング競技が１０月４日日曜日から

１０月８日木曜日までの５日間、軟式野球競技が

１０月９日金曜日・１０日土曜日の２日間、空手道

競技が１０月４日日曜日から１０月６日の火曜日

までの３日間であります。 

 また、デモンストレーション競技のバウンドテニ

スにつきましては、現在、９月開催で調整をしてい

るところでございます。 

 続きまして、企画経済委員会資料の１７ページを

お開きください。「国体スポーツフェスタｉｎさつ

ませんだい」についてであります。 

 去る１月１３日、サンアリーナせんだいにおいて、

市実行委員会、本市開催６競技団体関係者、市民を

含め、約１,２００名の参加により開催いたしまし

た。当日は、市実行委員会会長や各競技団体代表者

等によるカウントダウンボードの除幕、本市開催

６競技を体験していただくためのスタンプラリー
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を実施したほか、イメージキャラクターである「ぐ

りぶー」のペーパークラフト製作教室を実施いたし

ました。 

 さらに、各競技団体による競技紹介のデモンスト

レーションもあり、盛会に開催したところでありま

す。 

 また、会場内に国体応援キャラバンコーナーとい

たしまして、市民による国体開催に向けた応援メッ

セージコーナーを設け、多くの方々に応援メッセー

ジをいただいたところであります。今後も市民参画

によるイベント開催や広報・ＰＲ事業を充実させ、

機運の情勢に努め、平成３１年度リハーサル大会、

平成３２年度本大会へつなげてまいります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、そのことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）前も言ったと思うんですけれ

ども、以前の太陽国体でしたね、あのときには綱引

きを一緒に行事として日程をずらしてやったこと

があるんですが、そういう関係は、まだ手をつけて

いらっしゃらないと思いますけど、考え方を教えて

ください。 

○国体推進課長（田中英人）本市の実行委員会

の中に総務企画委員会というのがございますので、

そこの中で、川畑委員が言われた部分が委員の中か

ら出てきたら、そういう協議はすると思うんですけ

れども、そのような計画は今のところは考えていな

いところでございます。 

○委員（川畑善照）当事者があるわけですから、

なかなかはっきり言えないんですけれども、いずれ

にしても、せっかくいらっしゃった方々をお迎えす

る意味でも、何かイベントを企画されたほうがいい

んじゃないかと、これは御提案です。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、国体推進課を終わります。 

 当局の皆さんは退席されて結構でございます。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（下園政喜）以上で、日程の全てを終わ

りましたが、委員会報告書の取りまとめにつきまし

ては、委員長に一任していただくことに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、そのようにいたします。 

────────────── 

△行政視察について 

○委員長（下園政喜）それでは、本委員会の行政

視察の派遣についてお諮りいたします。 

 本委員会の行政視察につきましては、先日協議い

たしましたとおり、本年５月第３週で行うこととし、

調査先につきましては、今後、調査を進めていくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 また、議長に対して、委員派遣の承認要求を行う

こととし、派遣内容につきましては、委員長に一任

していただきたいと思います。 

 ついては、そのように取り扱うことで御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（下園政喜）次に、閉会中の現地視察の

委員派遣について、お諮りします。 

 まず、現在のところ、閉会中の現地視察等は予定

しておりません。 

ついては、今後、必要になった場合、議長に対し

て議員派遣承認要求を行うこととし、派遣内容につ

きましては委員長に一任していただきたいと思い

ます。ついては、そのように取り扱うことで御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（下園政喜）それでは、ここで企画経済

委員会を閉会いたします。 
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